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障害者権利委員会
		朝鮮人民民主主義共和国（Democratic People’s Republic of Korea）による条約第35条に基づく初回報告 *, **
（2018年提出期限）　　　　　　　　　　　[footnoteRef:1][受理日：2018年12月19日] [1: 	*	本文書は正式な編集を経ずに発行されている。
** 本報告書の付属文書は、障害者権利委員会のウェブページで閲覧可能。] 

	　　　　　はじめに
1.	朝鮮人民民主主義共和国（以下、北朝鮮）、2013年7月3日に障害者権利条約（以下、条約）に署名し、2016年11月23日に批准した。条約は2017年1月7日に北朝鮮において発効した。
2.	条約第35条に基づく義務に従い、北朝鮮は、「人権条約を実施する締約国による報告書作成に関する国連ガイドライン（HRI/GEN/2/Rev.5）」及び「条約の実施に関する報告に関する障害者権利委員会のガイドライン（CONVENTION/C/2/3）」に従い、本報告を作成した。
3.	本報告は、条約の各条項の順序に従い、障害のある人の権利の保護及び促進のために北朝鮮が講じた立法上、行政上その他の措置、その措置の実施に向けた努力、及び障害のある人がその権利を享受している状況について記載しており、統計データは関連部分または付属資料に示す。
4.	本報告の作成にあたり、国際人権文書（訳注　条約など）実施国家委員会（National Committee for the Implementation of the International Human Rights Instruments）の主催（本報告パラグラフ37参照）のもと、起草グループが組織された。このグループは、障害者権利保護・促進に関する最高人民会議常任委員会（Presidium of the Supreme People’s Assembly）、委員会、省庁、社会組織、協会及び研究機関の関係職員・専門家で構成される。同グループは、関連ガイドライン及び各分野から収集したデータに基づき、本報告を起草した。本報告作成を円滑に進めるため、朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）中央委員会との緊密な連携のもと、障害のある人からの意見聴取に十分な配慮を払いながら、計9回の協議会議を開催した。完成した草案は関係機関に配布され意見が求められ、最終版は国家障害者保護委員会（National Committee for the Protection of Persons with Disabilities）に提出され審査と承認を受けた。
（訳注　国家障害者保護委員会については、本報告書パラグラフ31参照。）
5.	国連障害者の権利に関する特別報告者のカタリーナ・デバンダス＝アギラル氏（Ms. Catalina Devandas-Aguilar）は、2017年5月3日から8日にかけて北朝鮮を訪問した。滞在中、平壌及び地方の障害者関連施設を数カ所視察し、様々な障害者団体及び個人の代表者と面会し、障害のある人の権利享受状況について把握した。また、複数の障害者関連国家機関及び朝鮮障害者保護連盟の職員・専門家と会談し、条約の実施及び朝鮮民主主義共和国における障害のある人の保護改善に向けた建設的な対話を行った。訪問の詳細な記録についてはA/HRC/37/56/Add.1を参照のこと。
（訳注　A/HRC/37/56/Add.1は、国連人権理事会の「障害者の権利に関する特別報告者による、朝鮮民主主義人民共和国訪問報告書　Report of the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities on her visit to the Democratic People’s Republic of Korea」。）
6.	北朝鮮に関する一般情報は、2018年に更新された共通コア文書（Common Core Document）に記載されている。
（訳注　Common Core Documentは、条約の締約国が提出する報告書の基礎となる包括的な国別情報文書。上記の北朝鮮のコア文書は、「締約国報告書の一部を構成する共通コア文書：朝鮮民主主義人民共和国　Common core document forming part of the reports of States parties; Democratic People's Republic of Korea」（文書記号：HRI/CORE/PRK/2019）
		第1～3条　目的、定義及び一般原則
7.	北朝鮮は、障害のある人の権利と利益を保護し、より良好な生活条件と環境を提供するため、2003年6月18日に「障害者保護法（Law on the Protection of Persons with Disabilities）」を採択した。同法では、障害のある人を「身体的または精神的な機能の制限または喪失により、通常の生活を営むことに長期的な困難を抱える人」と定義しており、これは主に医学的観点から提供された定義であった。この法律の実施過程において、定義の再考が必要と考えられ、後に2006年12月13日に採択された条約の定義に整合させることとなった。
8.	北朝鮮は2013年7月3日に同条約に署名し、国内法である「障害者保護法」を改正して条約の要件を組み込んだ。これは、障害のある人の権利のさらなる促進、人権の国際規約の要件への対応、およびこの分野における国際社会との協力強化へのコミットメントの表れであった。 
9.	2013年11月21日に改正された法律では、障害のある人を「環境要因との相互作用の中で、社会への自立的な参加を妨げられる可能性のある、長期的な身体的機能障害のある人。身体的機能障害には、視覚障害、聴覚障害、言語障害、身体障害、知的障害、精神障害、および複合的機能障害が含まれる。」と再定義した。この新たな定義は、障害のある人が他の人と平等な立場で社会に参加する権利を享受することを妨げる要因が、身体的機能障害のみならず、障害に対する社会的認識の不足、障害のある人に対する態度、バリアフリー環境の欠如といった外的要因にもあることを示した。これにより、より深く広範な規模で、障害のある人の権利保護・促進に向けた一層の取り組みが開始された。
10.	性別・年齢別の障害率については付属資料表1を、障害種別の障害率については付属資料表2を参照のこと。
11.	障害のある人の固有の尊厳、個人の自律性及び自立性への尊重、差別禁止、社会への完全かつ効果的な参加とインクルージョン、アクセシビリティ、男女平等、障害のある子どものアイデンティティを保持する権利の尊重など、条約の基本原則は、北朝鮮の様々な分野別法律に反映されている。具体的には、社会主義憲法、障害者保護法、公衆衛生法、教育法、一般教育法、高等教育法、社会主義労働法、社会保障法、各級人民会議代議員選挙法、家族法、児童権利保護法、女性権利保護法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法などが挙げられる。
12.	社会主義憲法は、障害のある人の権利保護・促進に関する基本原則を次のように明記している：「国家は、全ての国民の真の民主的権利と自由、並びに物質的・文化的福祉を実効的に保障する」（第64条）。「国民は無料の医療を受ける権利を有し、老齢、疾病または障害のために労働能力を失った者、および扶養手段のない高齢者および未成年者は、物質的援助を受ける権利を有する。この権利は、無料医療、病院・療養所・その他医療機関の拡充するネットワーク、国家社会保険及びその他の社会保障制度によって保障される」（第72条）、「職務中に障害を負った兵士は、国家及び社会の特別な保護を受ける」（第76条）。
13.	障害者保護法は、専ら障害のある人の権利保護及び促進を目的として制定されたものであり、上記憲法原則を具体化し、保健、リハビリテーション、教育、文化的生活、雇用等の分野における権利保護に関して、機関、企業、組織及び個々の市民の義務を規定している。特に、この法律は、国家が障害のある人の人格を尊重し、他の人と平等な条件で社会政治的権利、自由及び利益を保障すること（第2条）、並びに国家が国民教育(edification)を強化し、障害のある人を高貴な人間愛をもって差別なく扱い、誠実な支援を提供させると規定している（第6条）。
14.	公衆衛生法は、国家が、労働能力を失った人、扶養手段のない慢性疾患の子ども及び患者、高齢患者を保護し、彼らが無料医療の恩恵を十分に享受できるようにすることを規定している（第13条）。教育法には、障害のある子どもに対する義務教育の提供、および職務中に障害を負った退役軍人の教育のための、物質的条件の提供に関する規定がある（第15、17、18条）。
15.	社会主義労働法は、国家が国家社会保険制度の下で、労働にともなう災害、疾病または負傷により一時的に障害を負った労働者に対して補助金を支給し、障害期間が6か月を超える場合には国家社会保障制度に基づく障害手当を支給すること（第73条）、及び国家が他の扶養手段のない高齢者及び障害のある人を老人ホーム（old homes）及び療養所で無償で保護することを規定している（第78条）。社会保障法には、各種老齢年金・補助金の支給、車椅子・義肢装具その他の補助器具の製造・供給など、社会保障制度下における障害のある人の権利保護・促進に関する規定がある（第9、13条）。
16.	子どもの権利保護法（Law on the Protection of the Rights of the Child）は、障害のある子どもが教育及び医療を受ける権利を、他の子どもと平等にもつこと（第30条）、並びに親又は後見人がその教育に特別な注意を払い、責任を持ってその生命及び健康を保護すること（第40条）を規定している。市民権登録法（Law on the Registration of Citizenship）は、市民が自身の出生証明書または市民権証明書に登録された氏名、性別、出生年月日を変更することを認めず、極めて緊急の必要性がある場合には、人民保安機関に申請書を提出しなければならず、同機関は申請を徹底的に審査した上で承認または却下すると規定している（第16条）。家族法は、障害のある人の扶養について、その家族成員の扶養義務を規定することにより法的保証を提供する（第40条～第45条）。
17.	障害のある人の権利の保護・促進に関する事項は、上記法令の実施規則及びその他の規則（盲・ろう学校規則、社会保険規則、任務中に障害を受けた退役軍人の就労に関する規則、福祉受給者向けゲストハウス及び軽工業工場の設置・運営に関する規則、職業紹介規則、就労能力の医学的評価に関する規則などで規定されている。
		第4条　一般的義務
18.	北朝鮮は当初から、障害のある人に他の市民と同等の権利を与え、彼らを保護する国家制度を確立し、その福祉のために一連の特別措置を採用してきた。
19.	1946年6月24日、労働災害による障害を負った人及び職業病により労働能力を失った人に対する手当を規定するため、「北朝鮮労働者・職員労働法」が採択された。1946年12月19日、北朝鮮臨時人民委員会は「社会保険法採択に関する決定」を公布し、障害のある人の生活環境（living conditions）保障に関する事項を規定した。北朝鮮盲人民主連合会は、盲人の生活に必要な措置を講じることを目的に、1948年2月28日に組織された。1948年9月9日の北朝鮮建国と同時に採択された憲法は、疾病により労働能力を失った人に対し、社会保険制度に基づく医療援助または物質的支援を国家が提供すべきことを規定した。
20.	国家は戦争中（1950-1953年　訳注　朝鮮戦争）においても障害のある人への給付を継続するとともに、その効果的な実施を保証するための立法措置を講じた。1951年4月13日には、戦傷者の保護及び職業訓練を目的とした「戦傷者のための訓練校設置に関する内閣決定」が採択された。これに基づき、教材・日用品・義肢装具の無償提供に加え、定期検診・投薬等の無料医療が実施された。1953年4月には、任務中に負傷した退役軍人協同組合の組織化に関する内閣指令が発出され、同年8月には負傷兵士の雇用・就学条件を国が保障する内閣決定が採択された。さらに1954年1月27日には、障害のある人及びその他の福祉受給者の安定した生活を保障するため「国家社会保障規則（Regulations on State Social Security）」が制定された。 
21.	退役軍人及び障害のある人に対する国家支援と社会援助を強化するため、1960年4月に内閣指令が発出され、障害のある退役軍人ための工場及び軽工業工場に対し、販売税の50％減免及び国家への納付金100％免除が認められた。この指令はまた、雇用割当に関わらず、就労を希望する退役軍人及び障害のある人を雇用することを工場に義務付けた。1960年5月より、障害のある人はバスに無料で乗車できるほか、鉄道、自動車、船舶その他の公共交通機関や、劇場、映画館その他の文化施設を利用する際に優遇措置を受けることが認められた。
22.	生活手段のない障害のある人を国家が保護するための立法措置が採択された。1961年10月には「老人ホーム及び療養所に関する規則（Regulations on Old Homes and Recuperation Homes）」が制定され、国内数カ所に必要な施設が設置された。1962年6月には「老人ホーム及び療養所への物資供給基準（Standards for the Supply of Materials to Old Homes and Recuperation Homes）」も可決され、これにより生活手段のない障害のある人には国家が日用品と生活環境を提供することとなった。
23.	支援が受けられない障害のある人に対する療養所での国家による保護政策は、1972年12月27日に採択された社会主義憲法（Socialist Constitution）及び1978年4月18日に採択された社会主義労働法（Socialist Labour Law）に反映され、その効果的な実施が保証された。1985年4月に医学的リハビリテーション強化措置が採択され、中央から郡（county）に至る各レベルの病院にリハビリ専門治療部門が設置され、多くの診療所に治療室が設けられた。また、障害のある人に特化した機能的リハビリテーションサービス（functional rehabilitation service）を提供する療養所が設立された。
24.	1998年7月29日に、障害のある人の権利を代表し、その利益を守る朝鮮障害者支援協会（Korean Association for Supporting the Disabled）が組織され、精力的な活動を開始したことで、障害者保護の取り組みはより広範かつ多様な形で実施されるようになった（同協会の活動とその再編については、本報告のパラグラフ35を参照）。
25.	2003年7月18日に「障害者保護法（Law on the Protection of Persons with Disabilities）」が採択されたことで、障害のある人の権利と利益を確固たる法的保証で保護し、その保護のための統一的な国家指導体制を確立し、障害問題に関する国民の意識を高める取り組みにおいて、大きな成果が得られた。
26.	本法に基づき、国家障害者保護委員会（National Committee for the Protection of Persons with Disabilities）が組織され、障害者の日が制定され、障害のある人専用の機能的リハビリテーションセンターが設置された。効果的な啓発キャンペーンが実施され、マスメディアは障害のある人の社会への貢献を広く報道した。これにより、障害のある人の能力と可能性に対する肯定的な認識が促進され、彼らに積極的な支援を提供する風土が育まれた。障害及び障害のある人に対する社会の認識には顕著な変化が生じた。「障害者」（disabled）や「不具者」（crippled）といった表現は「障害のある人」（persons with disabilities）に置き換えられ、その他の蔑称的用語は次第に消滅した。かつては単に同情するだけだった一般市民は、障害のある人の潜在能力と社会への貢献を認識し始め、彼らが単なる保護・介護の対象ではなく、自分たちと同様の権利の保有者であることを理解するようになった。 
27.	北朝鮮は2013年7月3日に条約に署名し、その後2013年11月21日に国内法を改正して条約と整合させた。改正法では障害のある人の新たな定義が定められ、以下のようなことがらが規定された。
・障害の原因・発生状況の調査研究を担う研究センターの設置
・補助器具の生産・供給体制の整備と計画に基づいて提供するシステム
・特別学級・特別学校の生徒への奨学金給付
・関連する人民委員会（People’s Committee）による、特別学校支援組織の指定
・支援組織が特別学校の現状を定期的に把握し、適切な運営条件を整備する義務
・普通教育を主軸とし職業訓練でこれを補完する原則に基づく、特別学校のカリキュラム開発
・中央及び地方レベルでのスポーツ・芸術協会の設立
・障害のある人の事業体（business units of persons with disabilities）の経済活動における優遇措置
・障害のある人のアクセスを確保する原則に基づく、住宅・公共建築物の設計・建設
・障害者支援基金の設立・運営
28.	北朝鮮は、2016年11月23日の条約批准を受けて、国連障害者権利特別報告者が同国訪問時に示した勧告を真摯に考慮し、国内の障害者関連法を条約の要件に適合させるため総合的な見直しを実施し、複数の法律改正案を準備した。これらは現在審議中である。
29.	例えば、条約の要件をさらに取り入れるため、現行の「障害者保護法」は「障害者の権利保護法」（The Law on the Protection of the Rights of Persons with Disabilities）と改称される予定である。障害のある人の選挙権・被選挙権、意見表明権、公職就任権、社会組織への参加権、苦情・請願提出権、また、バリアフリー環境の提供に関する機関・企業・組織・個人の義務、障害のある人の法的能力に関する問題などを含めた改正案が審議中である。改正案では特に、条約第12条及び第23条に沿い、障害のある人が法的能力を行使するための十分な条件が提供されるべきこと、やむを得ない事情がある場合には本人の請求または同意に基づき代理人が選任されるべきこと、並びに代理権の付与手続き、代理権の範囲、代理権の範囲内で実施された活動の結果に対する責任について規定している。これに加え、建築法、建築管理法、都市・町計画法、都市・町管理法、商法などの改正案も審議中であり、ユニバーサルデザイン、合理的配慮、アクセシビリティなどの課題が反映されている。社会主義労働法、公衆衛生法、子どもの権利保護法、刑事訴訟法、民事訴訟法の英語訳での、障害のある人を指す蔑称的表現が条約の要件に準拠して修正された。
30.	障害のある人の権利保護に向けた短期・中期行動計画が策定・実施された。例えば、2008-2010年行動計画では、障害のある人向け医療サービス向上のための、整形外科の義肢装具装着作業所（orthopaedic factories）・手術室の改修・更新、学校・寄宿舎の近代化、障害児福祉の促進といった目標が達成された。2013-2015年行動計画では、以下の目標が挙げられ、これらはすべて成功裏に達成された。
・障害のある人の職業訓練の改善
・適切な労働条件の提供
・インクルーシブ教育実現のための基盤整備
・コミュニケーションバリア除去活動の強化
・障害者スポーツの促進
・障害者芸術協会の能力強化
・ろう協会の組織化と能力構築
・盲人協会の能力向上
・障害女性協会の組織化
・障害児リハビリテーションセンターの運営活性化
　2016年行動計画には、以下のような目標が含まれていた。
・障害のある子どもの中等教育改善のための遠隔教育ネットワーク構築
・障害のある人のための試行的タクシーサービスの支援
・朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）職員研修及び新IT機器導入による能力構築
・朝鮮障害者保護連盟の新しい紹介ドキュメンタリー編集
・自助努力を基盤とする義肢製作能力強化
・リハビリテーション・義肢分野における学術交流・協力強化
　2016-2020年国家経済開発戦略の実施に向けた教育、公衆衛生、労働、建設などの分野におけるセクター別戦略は、障害のある人も対象とされており、2020年までに達成すべき長期的かつ段階的な目標がある。現在、「2018-2020年障害者権利保護国家戦略計画 （National Strategic Plan for the Protection of the Rights of Persons with Disabilities 2018-2020）」が実施されている。
31.	北朝鮮では、障害のある人に関する国家の法律および政策の実施を統一的に調整する責任は、国家障害者保護委員会（National Committee for the Protection of Persons with Disabilities）が担っている。この委員会は内閣副首相が委員長を務め、副委員長には教育委員会委員長、公衆衛生相、労働相が就任している。そして、国家計画委員会、国家緊急災害対策委員会、財政省、人民保安省（訳注　現在は社会安全省）、国家建設管理省、都市管理省、対外経済関係省、軽工業省、スポーツ・体育省、文化省、食糧管理省、日用品工業省、設計総局、中央統計局の副責任者（deputy leader）、盲人協会とろう者協会の会長が委員を務める。朝鮮障害者保護連盟の傘下にある道（provincial）・直轄市（Municipality）・郡（county）の障害者保護委員会は、その地域の人民委員会委員長が委員長を務め、書記は道の障害者保護連盟委員長が担当し、メンバーは障害者関連機関の指導者及び盲人協会、ろう者協会、障害女性協会の代表者で構成される。全国委員会は年1回、道・直轄市・郡の委員会は年2回以上開催され、医療・リハビリテーション、教育、文化的生活、労働・雇用、適切な生活環境の提供など、障害のある人の権利保護に関する事項を審議する。
（訳注　北朝鮮の行政区画については、本書パラグラフ116参照。）
32.	障害に関する国家の法律と政策の、完全かつ効果的な実施を確保するため、各主管省庁及び中央機関の職員の中から、障害問題担当窓口が任命され、関連分野において重要な役割を果たしている。例えば、スポーツ・体育省、文化省、公衆衛生省の担当者は、朝鮮障害者保護連盟と緊密に連携して、障害のある人のスポーツ、文化、レジャー活動を企画し、働く能力のある障害のある人に適切な仕事と良好な労働条件を提供している。また、障害のある人を定期的に調査して種類別に登録し、保健・機能リハビリテーションセンターと緊密に連携して、医療・リハビリテーションサービスが適切に提供されるようにしている。
33.	障害のある人の権利と利益を保護し、公共生活への参加を促進することを目的として、様々な種類の障害者関連機関・組織が設立された。例えば、盲学校、ろう学校、退役軍人障害者のためのカレッジ、教育アカデミー傘下の障害のある子どものための研究教育部門、文殊（Munsu）機能リハビリテーションセンター（訳注　平壌・文殊地区にある医療センター）、朝鮮赤十字総合病院傘下の機能リハビリテーション研究所、任務中に障害を負った退役軍人のための工場、軽工業工場、義肢装具装着作業所（orthopaedic factories）とその宿泊施設、療養所、障害のある人のためのサナトリウムなどである。これらはすべて、国家が支援する障害のある人向け専門機関である。
34.	北朝鮮では、障害のある人に関する国家政策の実施を直接担当するのは、各レベルの人民委員会である。人民委員会は、管轄区域内の上記施設に対して指導を行い、適切な運営と必要な条件の整備を保証している。また、定期的に障害のある人の状況を把握し、健康と機能回復、教育、文化的生活、雇用に関する物質的・技術的支援措置を講じる。
35.	障害者権利保護のための社会組織である朝鮮障害者保護連盟も、障害のある人に関する国家政策の実施に重要な貢献をしている。1998年7月29日に設立され、障害のある人の社会的支援を唯一の使命としていた朝鮮障害者支援協会（Korean Association for Supporting the Disabled）は、2005年7月に朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of Persons with Disabilities）へと再編された。これは、関係国家機関と緊密に連携しながら、障害者保護に関する国家政策をより総合的かつ統一的に実施できるようにするためである。朝鮮障害者保護連盟は、障害のある人の権利と利益を代表し保護するとともに、公共活動への自律的・創造的・完全な参加を実現することを使命とする。主な目的は、多様な支援活動、権利擁護および情報・教育・コミュニケーション（IEC: information, education and communication）を通じて、障害のある人の社会的地位を確保し、精神的・身体的リハビリテーション、教育、労働、スポーツ・体育、芸術活動を促進し、バリアフリー環境を構築することである。中央委員会は、全国各道・直轄市・郡に傘下組織を設置し、障害のある人の権利保護と促進に向けた全国的な取り組みを推進している。
36.	朝鮮障害者保護連盟の傘下には、ろう者協会、盲人協会、障害女性協会、障害者スポーツ協会、障害者芸術協会、障害者・孤児財団（Foundation for Persons with Disabilities and Orphans）、障害者支援会社（Company for Supporting Persons with Disabilities）、障害児リハビリテーションセンター、ろう者・盲人経済文化センター（Economic and Cultural Centre for the Deaf and Blind Persons）、職業訓練センター、障害者リハビリテーション協会、手話言語通訳者協会、障害者・孤児協力事務所（Cooperation Office for Persons with Disabilities and Orphan）などが設立されている。障害者・孤児財団は海外に代表事務所を構えている。
37.	北朝鮮では、条約および北朝鮮が締約国となっているその他の国際人権文書の実施に関する調整は、国際人権文書実施国家委員会（National Committee for the Implementation of the International Human Rights Instruments）の責任である。同委員会は定期的に会合を開き、条約及びその他の人権文書の実施措置について協議するとともに、国際人権文書の普及、実施報告書の作成、関連条約機関が採択した総括所見の配布などを行なっている。また、各機関、企業、組織による条約及び関連国内法の実施状況を確認し、最高人民会議常任委員会、内閣、その他の関連機関に意見や勧告を提出している。
		第5条　平等及び無差別
38.	障害のある人は、政治、経済、社会、文化その他の分野において、他の市民と平等な法的保護と利益を享受している。
39.	憲法第65条は、市民が国家及び公共活動のあらゆる分野において平等な権利を享受することを規定している。この規定は、障害のある人を含む全ての市民の権利を宣言する。
40.	憲法及び各級人民会議代議員選挙法に基づき、17歳に達したすべての市民は、性別、人種、職業、居住期間、財産状況、教育、政党所属、政治的見解、宗教的信念にかかわらず、選挙権及び被選挙権をもつ。公衆衛生法、社会保障法、社会主義労働法は、障害のある人が他の人と同等の条件で無料の医療を受ける権利を認め、また、高齢、病気、障害のために働けなくなったすべての人、および生計の手段のない高齢者や未成年者に物質的援助を受ける権利を認めている。教育法、高等教育法、普通教育法、子どもの育成及び養育に関する法律に基づき、障害のある人を含むすべての国民は、幼稚園から大学まで無償の教育を受けている。
41.	また、障害のある人の身体的特性に応じた合理的な配慮を確保するための措置も講じられた。障害者保護法の規定に基づき、障害のある人が頻繁に利用する施設で働くサービス提供者は、障害のある人のニーズに対応できるよう、点字や手話言語に関する研修を定期的に受けている。刑事訴訟法および民事訴訟法に基づき、犯罪で起訴された、あるいは証人として召喚されたろうの人を尋問する場合、手話言語通訳が提供される。
		第6条　障害のある女性
42.	北朝鮮は、1946年7月30日に「男女平等に関する法令（Decree on Gender Equality）」を公布し、2010年12月10日に「女性の権利保護に関する法律（Law on the Protection of the Rights of Women）」を制定した。これにより、女性の権利保護と促進のための法的保証を確保し、社会生活のあらゆる分野における女性の地位と役割をさらに強化している。同法第2条は、北朝鮮が男女平等の保証を一貫して堅持する政策を維持し、国家が女性に対するあらゆる形態の差別を厳しく禁止することを保証しなければならないと規定している。これらの法律の下で、北朝鮮のすべての女性は、障害の有無にかかわらず、男性と平等な立場で、社会的・政治的権利、教育、文化、医療、労働、人格と財産、婚姻と家族に関する権利を享受している。
43.	障害女性が権利を十分に享受できるよう、2011年以降、4つの道（province）で障害のある女性協会が組織され、中央レベルでの同協会の組織化と運営への道が開かれた。平安北道・平安南道、江原道、咸鏡南道で組織された協会は、障害のある女性の能力と可能性に対する社会的認識を高め、その経済的・文化的ニーズと状況を把握し、必要な措置を講じることを主な機能としており、これにより彼女たちが他の人と平等な立場で価値ある生活を送れるようにしている。彼女らは、行動計画を策定し、の朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）の道（provincial）委員会と連携し、郡・町レベルの障害女性代表を選出し協力する。障害女性についての社会の啓発活動、彼女らのニーズ評価、経済・スポーツ・文化活動の組織化が主な機能である。これらの協会の職員能力強化を最優先課題とし、朝鮮障害者保護連盟中央委員会と道委員会は共同で様々なテーマのワークショップや研修を実施した。これらの協会の職員は家庭訪問を行い、障害女性とその家族と対話し、ニーズや実情を把握した上で、解決策を朝鮮障害者保護連盟の道委員会に提案する。これにより、障害女性のための道レベルの取り組みが、彼女たち自身のニーズや希望に応え、利益をもたらすものとなることを確実にしている。例えば、平安南道協会は、衣料加工やその他の経済活動を行う、障害女性とその家族で構成される自助グループを組織した。こうした取り組みのすべてが、障害女性が社会の一員として、その発展や家族に貢献できる、また技術的技能を向上させられるという確信をもつことに繋がった。
44.	根強い固定観念により、障害を恥ずかしく思い、自らを明らかにしたり他人と交流したりすることを躊躇する障害のある女性やその家族が依然として存在する。こうした問題は、障害のある女性たちの団体の活動の充実や、一般市民のさらなる意識向上などを通じて、必ず克服されるであろう。
		第7条　障害のある子ども
45.	北朝鮮は、常に「子ども最優先」の原則に基づき、すべての子どもの健康、教育、生活に必要なあらゆる最善のものを優先的に提供する政策を追求してきた。この政策の実施は、「子どもの養育・育成法（Law on the Nursing and Upbringing of Children）」、「子どもの権利保護法（Law on the Protection of the Rights of the Child）」、「障害者保護法（Law on the Protection of Persons with Disabilities）」、「公衆衛生法」、「教育法」、「家族法」などによって保証されている。
46.	例えば、「子どもの権利保護法」では以下のようなことが規定されている。第3条では、朝鮮民主主義共和国のすべての子どもは、社会的出身や性別、父母や保護者の地位や財産、障害の有無にかかわらず平等な権利をもつ。第16条では、子どもは児童連合（Children’s Union）その他の児童組織に加入し、口頭、文書、出版物、芸術作品によって自由に意見を表明する権利をもつ。第17条では、子どものプライバシー、家族、通信、名誉及び尊厳は法律によって保護される。第20条では、子どもは苦情及び請願を提出する権利をもち、関係機関・企業・組織は子どもの苦情申立・請願を遅滞なく受理し、責任を持って処理し、無視または無責任な対応をしてはならない。第30条では、障害のある子どもは他の子どもと同等の教育・医療を受ける権利をもち、教育指導機関・公衆衛生機関・地方人民委員会は盲学校・ろう学校を適切に管理し、就学・医療・生活のための十分な条件を提供しなければならない。第42条では、家庭において子どもの意見が軽視されず、無視されてはならない。第43条では、家庭において子どもを虐待し、無視し、侮辱し、非難し、または殴打する行為を行なってはならない。第47条では、司法機関が法律に抵触した子どもを扱う場合、事件処理の全段階でその権利を完全に保障しなければならない。
47.	子どもが自由に意見を表明できる環境整備のため、様々な措置が講じられた。「私の教室文学賞コンテスト」「全国児童SF・文学作品・模型展」「美術発表会」「全国児童芸術祭」「幼稚園児美術コンテスト」など多様な祭典・コンテストが年2回開催され、障害のある子どもを含む全国数百人の子どもが参加している。優秀な参加者には表彰状と賞品が授与され、その作品はテレビ、ラジオ、および『少年新聞』『新しい日新聞』などの子ども新聞を通じて紹介される。例えば、現在障害者芸術協会のポリオの作家は、十代の頃に『私の友達』をはじめとする数々の作品を発表し、児童文学分野の最高賞である「私の教室文学賞」を5度受賞した。現在も障害のある人の生活を描いた優れた作品を書き続けている。他の障害のある子どもが書いた歌や詩もマスコミで広く紹介され、大衆に深い印象を与えている。
48.	障害のある子どもの教育、スポーツ・文化活動、リハビリテーションのために講じられた措置については、本書のパラグラフ141～150、155（訳注　154の誤記か）、164（訳注　163の誤記か）、および188～196（訳注　188～193の誤記か）を参照のこと。
49.	障害のある子どもが幼い頃から自信と自尊心を育み、積極的かつ意識的に社会生活に参加するよう導くとともに、障害のない子どもが障害のある子どもの尊厳を尊重し、支援的かつ友好的な態度を持つよう育成するための一連の措置が実施された。子どもの権利保護法、障害者保護法及びその他の関連法は、社会主義道徳・法律の授業において子どもに教えられており、これにより障害のある子どもに対する固定観念や偏見と闘い、彼らに対する肯定的な認識を促進することに貢献している。幼稚園及び小学校の教師は、障害のある子どもの学習や生活、他の人との交流に特別な注意を払い、彼らが交流するための適切な条件と環境を整えることが求められている。この分野における教員の能力向上のために必要な研修が実施されている。成績や行儀の良い障害のある子どもや、彼らを支援した他の子どもは、子ども新聞やその他のマスメディアで取り上げられている。2017年と2018年にも、障害のある子どもの学習や生活に温かい支援と援助をした多数の教員や子どもが、その優れた資質をテレビや主要新聞で報道された。
50.	障害のある子どもの情緒豊かで健全な精神育成を目的として、毎年春と秋、そして障害者デーに合わせ、学校スポーツ大会、芸術公演、その他多様な活動が実施されている。特別学校と通常学校の子ども間での友好スポーツ大会が開催され、これにより障害に対する社会の理解が深まり、助け合い・支え合う風土が育まれている。
51.	年齢層別・障害種別の子どもの障害率については、付属資料表4（訳注　表3の誤記。）を参照のこと。
		第8条　意識の向上
52.	北朝鮮は、障害のある人が他の人々と平等に社会生活に積極的に参加できる好ましい条件と環境の提供に深く配慮している。
53.	社会主義憲法は、北朝鮮の国民の権利と義務は「一人は皆のために、皆は一人のために」という集団主義の原則に基づくことを規定している（第63条）。また、障害者保護法は、国家が、国民が差別なく崇高な人間愛をもって障害のある人を扱い、誠実な支援を行うよう、国民の啓蒙を強化しなければならないとしている（第6条）。
54.	社会主義憲法、障害者保護法、社会主義労働法、社会保障法、教育法その他の障害者関連法の普及啓発が様々な形式と方法で実施され、障害のある人は単なるケアの対象ではなく、他の人と同等の権利の保有者であり、彼らを保護・支援することは倫理的・道徳的問題であるだけではなく、法的義務であることを国民に理解させるよう指導された。例えば、条約批准のフォローアップとして、2016年12月と2017年2月に、朝鮮障害者保護連盟の専門家が省庁及び中央機関の上級職員を対象に、障害及び障害のある人に関する総合的な講義を行い、障害問題に対する正しい姿勢を身につけさせた。朝鮮障害者保護連盟中央委員会は、各省庁及び中央機関の障害者問題担当者の能力構築のためのワークショップを3回開催し、また地方組織の職員を対象とした研修やワークショップを定期的に実施した。現場での研修は、障害のある人の権利や能力、社会への貢献について一般市民に知識を広める能力を高める上で、障害のある人の支援に携わる人にとって非常に有益であった。 
55.	2013年及び2016年にそれぞれ行われた本条約の署名・批准についてと、その原則及び義務は、マスメディアを通じて広く報道された。改正障害者保護法も、全国的な法律教育ネットワークを通じて周知された。条約は2011年に朝鮮語に翻訳され、2012年と2015年には、条約、障害者保護法、及び障害関連規則の数千部が英語と朝鮮語で印刷・公表され、これにより障害者専門家や専門家だけでなく一般市民も障害問題について明確かつ前向きな理解を持つことが可能となった。
56.	障害の概念や種類、様々な障害のある人へのケア方法、その他の障害関連問題に関する一般的な情報を国民に広める取り組みも行われた。テレビやその他のマスメディアを活用し、ニュース報道、物語、視覚教材などの形式や方法で、障害に関する一般的な知識や障害のある人のケアに関する情報を発信した。障害のある人向けに設計されたイントラネットの定期的な運用にも十分な注意が払われ、国家および公共の活動に関する最新情報を提供できるようにした。聴覚障害者のためには、ニュース報道、文学作品、その他いくつかのテレビ番組に字幕を付けた。しかし、韓国手話の全国的な標準化は依然として課題であり、この問題解決に向けて集中的な努力が続けられている。
57.	朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）は国民の意識啓発において重要な役割を担っている。障害のある人が自暴自棄感や不満感を克服し、尊厳と自己価値感を育むための啓発を優先課題とし、障害のある人本人・家族・同僚・介護義務者向けに多数の冊子・リーフレットを配布した。2010年、朝鮮障害者保護連盟は「北朝鮮ホームページ・ネナラ（Naenara 私の国）」内に「ヒマン（Huimang 希望）」ウェブサイトを開設した。これは国家機関・組織が運営する最も人気のあるウェブサイトの一つであり、障害のある人の保護に向けた北朝鮮の取り組みを正しく理解したいと考える外国の組織・個人、国際的な関係者、またこの分野で北朝鮮と協力している、あるいは協力したいと考えている人々にとっての情報源となっている。
58.	朝鮮障害者保護連盟傘下の組織であるろう者・盲人経済文化センター（Economic and Cultural Centre for the Deaf and Blind Persons）、手話言語通訳者協会、朝鮮手話審議非常設委員会（non-standing committee for the Examination of the Korean Sign Language）などは、朝鮮手話の標準化に向けた研究を進めている。聴覚障害のある人とその家族、親族、友人、その他障害者問題に関心のある人々が手話言語を学べるよう、平壌及び地方都市のCD/DVD販売店で、手話言語教育用の様々なDVDやCDが配布されている。手話言語通訳者協会は、朝鮮手話の標準化実現後、テレビニュース報道への手話言語のキャプション導入を計画しており、現在その準備を進めている。
59.	障害のある人への支援・ケアにおける模範事例を参考にすることを奨励し、社会全体に障害のある人への支援と友好的な風潮が浸透するよう努力が払われた。
60.	北朝鮮は大きな調和のとれた家族社会であり、障害のある人のために献身する人々の多くの素晴らしい特性が見られる。例えば、ある女性は戦争（1950-1953年）で半身不随やその他の重篤な障害を負った退役軍人と結婚した。彼女の献身的な介護と励ましにより、43年間寝たきりの夫は数十編の詩や物語を執筆し、若い世代の教育に貢献。ついに人民芸術家（People’s Artist）と労働英雄（Labour Hero）の栄誉を勝ち取った。少女時代に教師となり、大同（テドン Taedong）盲学校の校長となった女性は、盲目の生徒たちに生涯を捧げ、皆の尊敬を集めた。地方の学校のある教師は、先天性ポリオの少女を毎日2キロ背負って通学させ、他の子どもたちと同等に学べるようにし、その後さらに2人の障害のある子どもの教育にも成功した。ある女教師はポリオの子どもを毎日自転車で学校に送り、そのリハビリに全力を尽くした。突然の病気で下半身不随となった男性は希望を捨てず挫折せず、自らの能力の範囲内で社会のために多くの功績を挙げ、労働英雄の称号を授与された―これら全ての偉業はマスコミを通じて広く報道され、障害のある人の支援の気風を育む上で積極的な影響を与えた。
61.	障害者保護法採択の日である6月18日は「障害者の日」として制定され、毎年全国各地で多彩な行事が開催される。これにより国民の間に障害のある人の尊厳と権利を尊重する姿勢が育まれている。この日は国家の障害者保護政策を周知し、社会的支援を促進し、公共生活への参加を奨励する重要な機会となっている。2014年からは、この日を記念した合同祝賀行事が開催され、在朝鮮EU諸国・国際機関外交団員と朝鮮を訪問中の在外同胞が一堂に会している。行事参加者は、朝鮮障害者芸術協会の音楽舞踊団員による芸術公演を鑑賞し、彼らの芸術的才能と感情が鮮やかに表現される様子に触れる。また、障害のある人の日常生活を体験し、セミナーで障害問題に関する意見交換を行う。全国各地の障害者関連機関・団体も、芸術公演や娯楽ゲームなどの多彩な行事を開催し、障害のある人の家庭を訪問して精神的・物質的な支援をしている。
62.	国際障害者デーは2010年より朝鮮障害者保護連盟の後援（auspice）で毎年祝賀されている。平壌市民、障害者関連機関の職員・専門家、障害のある人とその家族、駐朝外国公館・国際機関の代表らが招待される。朝鮮障害者保護連盟が実施した活動を紹介する映像は、手話言語通訳と朝鮮語・英語字幕付きで上映される。イベントにおける全ての演説と発表には、手話言語通訳と英語口頭通訳が提供される。障害者芸術協会のメンバーによる芸術公演が舞台で披露され、写真展や手工芸品展示も開催される。
63.	上記のすべての行事は、テレビや新聞で広く報道された。特に、障害者デーの前後の、障害のある人に関する一般情報の放送や、障害のある人の仕事や文化的生活を紹介する報道は、障害のある人の積極的なイメージを描き、自信と尊厳を持って公的生活に積極的に参加するよう促す上で非常に重要である。 
64.	2017年5月に国連障害者権利特別報告者一行が北朝鮮を訪問した際のメディア報道は、障害問題への社会的関心を喚起する上で極めて重要であった。北朝鮮による代表団の受け入れは、世界の潮流に沿って障害のある人の保護を改善するという同国のコミットメントを明示するものであり、一般市民が障害関連の取り組みの必要性と重要性、ならびに障害のある人の能力と可能性についてより深く理解する機会となった。
		第9条　アクセシビリティ
65.	障害のある人の権利の保護と促進における北朝鮮の優先事項の一つは、都市部と農村部の双方において、障害のある人が他の人々と平等に、物理的環境、交通機関、情報通信、その他公衆に開放または提供されている施設やサービスを利用できるようにすることで、障害のある人が自立した生活を送り、生活のあらゆる側面へ完全に参加できるようにすることである。
66.	障害者保護法は第47条で、建設管理、設計、都市管理を行う国家諸機関と関係機関、企業組織は、住宅、公共建築物及び構造物を建設・設計する際に、障害のある人に便利な生活環境を提供する原則を遵守することを規定している。また第48条で、運輸サービス、サービス施設及び通信センターは、障害のある人が車両、サービス施設及び通信手段を利用する際の便宜を図り、友好的かつ優先的なサービスを提供し、視覚障害のある人及びその他の自立能力が著しく制限され又は喪失した人は、バス、船舶その他の交通機関を無料で利用できるようにすることを規定している。
67.	2009年7月19日付国家建設監督省（Ministry of State Construction Control）指令により公布された「障害のある人のための建築空間設計基準（Standards for the Designing of Building Spaces for Persons with Disabilities）」は、建築設計の際の障害のある人の利便性確保に関する詳細な基準を規定している。本基準は、新規建設あるいは改修される都市道路及び公共施設での障害のある人のための空間設計、そしてまた、障害のある人が就労・居住する建築物・施設の設計指針として機能する。本基準には、車椅子利用者、視覚障害のある人、白杖・松葉杖その他の歩行補助具使用者の利便性を考慮した歩道、横断歩道、バス停、橋梁、トンネルの設計に関する基本要件に加え、障害のある人のニーズに応じたスロープ、入口、点字ブロック、エレベーター、浴室・トイレ、ラウンジ、ロビー、観客席の設計基準も含まれる。現在、国家建設監督省と設計総局は、バリアフリー環境に関する最新の技術データを参照しながら、これらの基準の改訂作業を進めている。
68.	2017年9月には、国家建設管理省、設計総局、都市管理省など、バリアフリー環境の提供を担当する省庁の担当者に対し、条約に盛り込まれたユニバーサルデザイン、合理的配慮、その他のアクセシビリティに関する概念や要件を理解させ、取るべき措置について議論することを目的としたワークショップが開催された。実施中の「障害のある人の保護のための国家戦略行動計画（National Strategic Action Plan for the Protection of Persons with Disabilities）」には、バリアフリー環境の構築に向けた法的・制度的・行政的・技術的・物流的措置も盛り込まれている。 
69.	また、障害のある人の社会生活への参加を妨げる物理的バリアを取り除き、日常生活や社会参加のためのより良く、より安全で、より好ましい条件と環境を確保するための取り組みも進められている。
70.	主要病院の敷地内には国際基準の障害者用マークを掲げたタクシー乗り場が設置され、障害者専用タクシーが運行されている。新たに建設された祖国解放戦争記念館（Memorial House of the Fatherland Liberation War）、平壌国際空港、元山葛麻（Wonsan Kalma）空港には、視覚障害者用通路、障害者用トイレ・エレベーター、障害者用検査場（inspection points）など、障害のある人向け施設が整備されている。2015年に製造された新型地下鉄車両には、高齢者及び障害のある人用の特別座席とスペースが設けられている。メーデー競技場をはじめ、競技場、劇場、遊園地などの公共施設、科学技術複合施設（Sci-Tech Complex）、平壌老人ホームなどには障害のある人専用トイレが設置されている。特に科学技術複合施設には障害のある人専用電子閲覧室が設けられており、ろうの人や難聴者は手話言語と朝鮮語字幕付きの科学映画や電子メディアを鑑賞し、視覚障害のある人や弱視者は音声ソフトで電子書籍を聴取したり、朝鮮点字認識・編集ソフトを搭載したコンピュータで印刷された必要資料を読んだりできる。この閲覧室の司書は、手話言語通訳者協会による手話言語研修を定期的に受講し、ろうの人や難聴者に満足のいくサービスを提供できるようにしている。
（訳注　祖国解放戦争とは朝鮮戦争のこと。記念館は1953年の停戦直後に開館した。）
71.	国内のモデル郡区（model township）となる三池淵郡（Samjiyon County）の改造計画と元山葛麻海岸観光地建設計画には、国際基準に準拠した障害のある人のためのバリアフリー環境の整備が盛り込まれている。
72.	朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）の支援により平壌に新設された平川ジャンウォンサービスセンター（Phyongchon Jangwon Service Centre　訳注　Jangwonの漢字表記は不明。）は、障害のある人もない人も利用可能なモデル施設であり、バリアフリー環境の概念、必要性、重要性を十分に理解するのに役立ち、障害のある人が直面するアクセシビリティ問題に関する国民の意識向上に大きく貢献している。
[bookmark: _Hlk217818665]73.	朝鮮障害者保護連盟の関連組織であり、ろうの人及び視覚障害のある人の経済・文化活動の拠点である聴覚・視覚障害者経済文化センターは、2015年にろうの人及び難聴者向け光警報装置の開発に関する技能訓練と機材提供を成功裏に実施し、これに続き2018年5月には障害のある人のためのIT機器開発プロジェクトを提案した。このプロジェクトの実施により、聴覚障害のある人や視覚障害のある人は、何の困難もなく他の人々とコミュニケーションをとることが可能になる。
[bookmark: _Hlk217818827]74.	手話言語通訳者協会は、障害のある人が公共施設やサービスを利用できるよう、主要な公共建築物、飲食店、道路地図についての手話言語によるマニュアルを発行している。また、標準朝鮮手話辞典および朝鮮手話・指文字の学習参考書の出版に向けた準備作業も進めている。ろう経済文化センターが運営する手話言語早期教育クラスでは、聴覚障害のある子どもおよび希望者に手話言語を指導している。例えば2011年には、朝鮮障害者保護連盟中央委員会及び関連組織職員向けに4回の研修を実施した。科学技術複合施設の建設計画が発表された際、朝鮮障害者保護連盟とろう者・盲人経済文化センター（Economic and Cultural Centre for the Deaf and Blind Persons）は、障害のある人のための専門読書室の設計に技術支援し、また、その施設での図書館員やその他のサービス提供者になると思われる人を対象とした手話言語研修を実施した。これにより、聴覚障害のある人が複合施設で満足のいくサービスを受けられるようにした。
75.	平壌情報技術局（Pyongyang Information Technology Bureau）およびその他の通信技術開発部門は、ろう者・盲人経済文化センターと緊密に連携し、聴覚障害のある人や視覚障害のある人が新しい情報通信技術システムにアクセスできるソフトウェアの開発に取り組んでいる。
76.	条約の要件に照らせば、公共施設へのアクセス確保やテレビニュース報道への手話言語 キャプション表示など、障害のある人の物理的環境へのアクセシビリティ向上には依然として多くの課題が残されている。北朝鮮は、障害のある人の完全かつ効果的な社会的統合（social integration）と自立・自律的な生活を保障するため、アクセシビリティに関する先進技術を広く普及・導入する計画である。
		第10条　生命に対する権利
77.	憲法は、障害のある人も含めてすべての国民に、身体の不可侵性を保障している。法的令状なしに人を拘束または逮捕することは、重大な法律違反の構成要素となる。
78.	刑法に基づき、犯罪当時18歳未満であった者に対する死刑の適用は行われず、妊娠中の女性に対する死刑執行も行われない。他人の生命を損なう犯罪に対しては重い刑罰が科される。例えば、刑法第58条は、故意に重大な殺人を行なった者は、刑事時効にかかわらず刑事罰の対象となることを規定し、第266条は、故意に他人を殺害した者は、10年以上の労働による更生刑、または極めて重大な場合には無期労働による更生刑もしくは死刑に処せられることを規定している。
79.	子どもの権利保護法は、障害のある子どもを含む全ての子どもに生命と発達の権利を認め、親、保護者、または関係機関に対し、生命と存在の保護、及び心身ともに健康に成長する権利を完全に保障する義務を課している。この法律に基づく義務を履行するため、公衆衛生指導機関及び地方人民委員会は保育所、幼稚園、学校に医療従事者を配置し、子どもの健康が適切に管理されるよう十分な医薬品及び医療機器を供給した。一方、児童育成機関は子どもの健康状態及び成長の定期的な検査を実施し、必要な措置を講じることで科学的根拠に基づく機能を果している。
		第11条　危険な状況および人道的緊急事態
80.	危険な状況および人道的緊急事態での障害のある人の保護措置は、災害予防・救援・復興法（Law on the Prevention of Disasters, Relief and Recovery）、地震・火山災害予防法（Law on the Prevention of Earthquake and Volcano Disasters）、赤十字社法及びそれらの施行規則に規定されている。例えば、災害予防・救援・復興法では、災害発生時に国が迅速かつ効果的な救助・復旧活動のために十分な人員と設備を動員すること、教育機関が防災・災害対応に関する教育を提供すること、マスメディアが一般市民に災害的な自然現象、それによる被害の防止、応急処置に関する情報を提供することが規定されている。特に、緊急物資の供給順序を決定する際には、関係機関は被災地において子ども、高齢者、障害のある人、女性、その他緊急の支援を必要とする人々を優先しなければならないと規定している。
81.	災害発生時には、障害のある人やその他の脆弱な立場にある人々の保護と救出に最優先で注意が向けられ、必要な措置が講じられた。朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）中央委員会は、国家緊急・災害管理委員会（State Committee for Emergency and Disaster Management）と緊密に連携し、被災した障害のある人の困難と能力の評価、緊急時対応計画の策定、早期警報システムの構築、バリアフリー環境の提供といった課題を防災活動に主要なものとして取り込んだ（mainstream）。また、防災分野で障害のある人のために働く、あるいは彼らと共に働く人たちの能力強化のためのワークショップを開催した。例えば、2015年に洪水と土砂災害に見舞われた黄海北道（north Hwanghae Province）鳳山（Pongsan）ろう学校では、総合的防災パイロットプロジェクトを成功裏に実施した。また2016年9月～10月には、災害被害を受けた咸鏡北道会寧市の障害のある人500人とその家族に、移動補助具や生活必需品を提供した。2017年からは、咸鏡南道咸興盲学校・ろう学校、黄海北道鳳山ろう学校及び周辺村落、平安北道龍川（Ryongchon）郡庁所在地及び龍岩浦（Ryongampo）周辺において、インクルーシブ防災プログラムが実施されている。
82.	朝鮮障害者保護連盟中央委員会は、インクルーシブ防災ガイドラインを策定し各道人民委員会防災局に配布する計画である。また、試験的に二道において既存建物を障害者避難所として改修し、各道障害者保護委員会と連携し、補助器具その他の緊急物資を備蓄するとともに、備蓄状況を国家緊急・災害管理委員会及び各道防災委員会と共有する体制を構築し、災害発生時に障害のある人へ迅速に供給できるようにすることを計画している。
		第12条　法律上の平等（訳注　原文はEquality before the Lawとなっているが、条約ではEqual recognition before the law「法律の前にひとしく認められる権利」である。）
83.	障害のある人は、社会主義憲法、民法、家族法、相続法及び民事訴訟法に基づき、他の人と同等の法的能力を行使する。
84.	憲法第65条は、国民が国家及び公共活動のあらゆる分野において平等な権利を享有することを規定している。家族法第4条は、人民の尊厳を保護し権利を促進することが社会主義制度の本質的要求であり、この制度の下で人民は最も尊ばれる存在であると規定し、国家は後見制度を通じて能力を喪失した市民の権利と利益を保護しなければならないと定める。民法第19条は、市民は出生により公民権を取得し、死亡によりこれを喪失すると規定する。また、すべての市民は公民権に関して平等であり、法律で別段の定めがある場合を除き、いかなる者も市民の公民権を制限することはできないと規定する。相続法第3条は、国家は相続人の権利を平等な立場で保障すると規定し、第4条は、国家は相続関連事項の処理において、独立した能力を欠く人の利益が優先的に促進されることを保証しなければならないと規定している。
85.	北朝鮮において、市民の成年年齢は17歳である。市民が17歳に達したときは、民法上独立して行為することができる。民事行為能力を欠く人又は障害のある人は、本人の請求又は同意に基づき、父母又は後見人を通じて民法上の行為を行うことができる。成人の民事行為能力の欠如は、法的手続きにより決定される。障害のある人が民事行為を行うことができない場合、その配偶者、父母、子、祖父母、孫または兄弟姉妹が後見人となる資格をもつ。後見人は、被後見人の財産を管理し、その代表者として行動し、その健康と生命を保護する義務を負う。代理人は、本人に代わって民法上の行為を行う権利をもつが、法的責任は本人にある。代理は口頭または書面で委任される。市民が口頭で代理人を指定した場合、相手方に対しその旨及び代理権の範囲を通知しなければならない。代理人は、代理権の範囲内で誠実に代理行為を行う義務を負い、代理権の範囲内で不適切な代理行為により生じた損害については、本人に責任を負う。後見の履行は、住民統治機関の監督下に置かれる。
86.	民法第37条では、北朝鮮の財産所有権は国家所有、社会所有、協同組合所有及び私有に分類されると規定され、第39条では所有権を有する者は、法律で定められた範囲内で自己の所有する財産を保有、使用及び処分できると規定されている。これらの規定に基づき、障害のある人も他の人々と同等の条件で、小売機関・調達機関・個人との間で物品売買契約を締結できる。また、自ら消費するために生産した（sideline）農産物を消費者に販売する契約、物品の製作・修理・整備その他のサービス委託契約、物品を預けたり預かったりする保管契約、図書・生活必需品・レクリエーション施設及び体操器具の貸借契約、旅客運送契約、貯蓄契約、保険契約、ローン契約等を締結することができる。契約履行に関する権利及び義務は、民法によって規制される。
		第13条　司法手続の利用の機会
87.	公正な裁判の原則、手続き及び方法は、憲法、裁判所構成法（Law on the Composition of Courts）、刑事訴訟法、民事訴訟法及びその他の関連法令に規定されており、障害のある人を含むすべての市民に平等に適用される。
88.	裁判は、裁判官1名と人民評議員2名で構成される裁判所によって執行される。人民評議員は、関連する人民議会で選出される。裁判の執行において、裁判所は独立しており、司法手続きは法律に厳格に従って行われ、外部からの干渉や影響を受けない。裁判所は、審理過程で裏付けられた科学的証拠に基づき、その事件の真実が合理的な疑いがなく証明された場合に、有罪または無罪の判決を下す。被告人は自ら審理に出席しなければならず、自ら選任した弁護人による弁護を受ける。被告人は自己の弁護のために証人を呼ぶことができ、その証人に質問をすることができる。被告人に自己に不利な供述や自白を強要することは禁止されている。取調べには記録係が立ち会い、必要に応じて監視員が同席し、予備審問から本審理までの全過程は記録・録画される。これにより審理の公平性、客観性、正確性が保証される。被告人または弁護人が判決を不当と考える場合、判決言い渡しから10日以内に上訴を申し立てることができる。
89.	刑事訴訟法及び民事訴訟法には、言語障害や聴覚障害のある人が違法行為を犯したとして、または証人として司法手続に参加する場合、手話言語通訳者が提供されなければならないことが規定されている。
90.	慢性精神疾患または一時的精神障害により自らの行為を判断し、または自己を制御することができない状態で社会的に危険な行為を行なった人に対しては、刑罰を科さず、代わりに医療措置を適用する。盲人、ろうあ者その他の障害のある人による重大でない一般的な犯罪（ordinary offences）の取り扱い原則は、刑罰の免除または軽減である。
91.	2013年の障害者保護法改正採択や2016年の条約批准などの機会に、法執行官向けにワークショップ、セミナー、研修を実施し、障害のある人の権利を十分に認識させ、職務遂行においてその権利を保障できるようにした。また彼らには、法違反を犯した障害のある人に対して、その尊厳を尊重し、特性に応じた適切な方法で対応することや、その他実務上の課題について、関連法令及び条約の原則と要件を指導した。
		第14条　身体の自由及び安全
92.	憲法第79条は、市民は、身体及び住居の不可侵性、通信の秘密が保障され、いかなる市民も、法的令状なしに監視や逮捕の対象となったり、住居が捜索されたりすることはないと規定している。
93.	刑事訴訟法は、捜査官は、犯罪が、現行犯である場合、あるいは容疑者または犯罪者が逃亡しようとしている場合など、やむを得ない事情がある場合を除き、その者を逮捕してはならないと規定している。
94.	捜査官が犯罪容疑者または犯罪者を拘束した場合、48時間以内に拘束決定書を作成し、検察官の承認を得た上で、10日以内に捜査を完了し被拘束者を予備審問に移送しなければならない。拘束後10日以内に検察官の承認を得られない場合、または被拘束者に対する事件を立証できない場合は、直ちに釈放しなければならない。捜査官が逮捕された被疑者または犯罪者を拘束しない決定をした場合、逮捕の日から48時間以内に検察官に対し、逮捕の日付及び決定の理由を通知しなければならない。
95.	精神障害のある人の鑑定及び隔離治療は、「医療法（Law on Medical Treatment）」と「精神疾患の法医学的鑑定並びに医療措置対象者の隔離治療に関する規則（Regulations on Medico-Legal Examination of Mental Diseases and Isolated Treatment of Persons Subject to Medical Measures）」、及び関連規則に厳格に従って実施される。鑑定は、監督管理機関その他の機関・企業・組織からの申請、医療機関からの通知、個人からの要請、または医療検査の実施過程において鑑定を必要とする状況が確認された場合に実施される。申請を受領した検査機関は、関係機関の長、関係医療専門家、必要に応じて他機関の有能な精神科医が出席する協議会を開催し、科学的かつ客観的なデータに基づき、法的及び医学的要件を満たす決定を下す。決定に対して異議が申し立てられた場合、その事案は非常設の法医学鑑定委員会に再審査のために付託される。その決定は最終的かつ確定的なものとする。
		第15条　拷問又は残虐な、非人道的若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰からの自由
96.	刑法第242条は、違法に個人を尋問し、事件を捏造または誇張した法務官僚（law officer）は、1年以下の労働による懲戒処分に付されると規定している。上記行為により個人に重傷または死亡をもたらした場合、または個人に刑罰を科した場合、5年以下の労働による更生措置に処せられる。重大な犯罪の場合、5年以上10年以下の労働による更生措置に処せられる。
97.	刑事訴訟法は、犯罪の自白を強要したり供述を誘導したりする強制手段を用いることを禁じており、強制または誘導によって得られた被疑者または被告人の供述は、証拠として認められない。
98.	検察官は、関連法令の定めるところにより、捜査機関、予備審問機関及び刑務機関を定期的に検査し、人権侵害行為を発見した場合、又は被疑者、被告人、弁護人その他の関係者から人権侵害に関する苦情を受けた場合には、速やかに調査を行い、必要な是正措置を講じる。
99.	法科学校及び大学は、学生に対し、強制的な取調べ方法が違法かつ有害である理由、及び証拠に基づく事件処理の原則を厳格に遵守しつつ、事件処理において科学的正確性、客観性及び慎重性を確保する方法を明確に理解させるよう指導する。法執行機関もまた、法務官僚が強制的な手段による取調べや供述誘導、その他の違法な方法を用いることを防止するため、教育及び規制措置を講じる。
		第16条　搾取、暴力及び虐待からの自由 
100.	子どもの権利保護法第26条は、子どもの教育者は常に子どもの模範となるべきであり、いかなる状況においても、子どもの尊厳を軽視する行為、差別、ののしり、非難、侮辱、殴打などの行為を行なってはならないと規定している。第40条では、親または保護者は障害のある子どもの教育に特別な注意を払い、責任を持ってその生命と健康を保護しなければならないとしている。第43条では、家庭内において子どもに対する虐待、無視、いじめ、非難、殴打などの行為を行ってはならないとしている。女性の権利保護法は第38条において、女性は生命と健康に対する不可侵の権利をもつこと、女児であるという理由で幼児殺害を行ってはならないこと、さらに、女児を出産した、妊娠中である、病気である、障害がある、高齢であるという理由で女性を虐待または放置してはならないことを規定している。また第46条では、あらゆる形態の家庭内暴力を禁止し、地方人民委員会、各機関、企業及び組織は、管轄下の住民及び従業員に対する家庭内暴力防止教育を業務計画に組み入れ、家庭内暴力の発生を防止しなければならないと定めている。刑法第260条では、保護の対象である人に上記行為によって、障害を負わせたり、重傷を負わせたり、死亡させたり、または自殺させたりした者は、3年以下の労働による更正に処せられると規定されている。重大な犯罪の場合には、5年以下の労働による更正が適用される。
101.	障害のある人の名誉と尊厳を尊重する環境の醸成及び彼らへの温かい支援のための措置については、本報告書のパラグラフ59～63を参照のこと。
102.	権利侵害を主張する障害のある人には、苦情申立ての権利が保障されている。苦情及び請願法（Law on Complaints and Petitions）第8条は、正当な理由がある場合に限り、市民は国家権力の最高機関を含む機関、企業、組織及び個々の公務員に対して苦情及び請願を提出する権利をもつと規定し、第9条は、市民は自ら苦情を提出しなければらないが、やむを得ない事情がある場合には、その保護者又は代理人が本人に代わって苦情を提出することができるとしている。
103.	中央から草の根レベルまで整備された苦情処理メカニズムにより、障害のある人が苦情申立て及び請願の権利を行使できることが保証されている。全ての国家機関には苦情・請願対応の専門部門が設置され、その他の企業・組織ではその目的のために常勤または非常勤の担当官が任命されている。苦情・請願の調査結果の検討及び解決は、関係機関の指導者による協議会議、または「苦情解決の日（the Day of Settlement of Complaints）」において行われる。中央機関及び道（provincial）人民委員会その他の道級の機関は月1回、市（municipal）・郡（county）級人民委員会その他の機関・企業は毎月1日、11日、21日に苦情・請願解決会議を開催する。原則として、苦情及び請願は受理・登録順に調査・処理されるが、障害のある人、高齢者及び女性によるものは優先的に処理される。
104.	障害のある人やその他の市民が苦情申立て及び請願の権利を行使できるよう、良好な状況が整備されている。全ての機関、企業、組織の受付その他の適切な場所に苦情箱が設置され、また、苦情申立人の話を聞く専用の部屋が設けられている。苦情担当官は、毎日苦情箱を開封し、中にある苦情文書を登録する義務を負う。苦情の調査・解決結果は申立人に通知されなければならず、通知日がその苦情の最終解決日とみなされる。解決結果に不服がある申立人は再申立てが可能であり、その場合は前任者より上位の職員がその苦情の再調査・解決を担当する。
105.	一般的に、障害のある人は自らの権利を代表し利益を保護する活動を行う組織である朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）中央委員会に苦情を申し立てる。委員会は、苦情及び請願に関する法律に定められた原則と手続きに従い、苦情及び請願を登録する。受理した苦情及び請願が委員会の管轄または権限外である場合、委員会は解決期限を明示して関係機関に付託する。関係機関は、その苦情の解決結果を委員会に通知する義務を負う。
106.	全国的に整備された通報システムが構築されている。人民保安官は管轄区域の市民に対し、迅速かつ正確な通報の重要性、通報すべき事項及び通報方法について定期的に周知徹底する。緊急通報番号は全ての機関・企業・組織に掲示され、市民は気づいたり知ったりした異常な行為・現象を口頭または文書で報告する義務を負う。地域リーダーは、住民による障害のある人へのネグレクトや虐待行為が速やかに報告され、適切な措置が講じられるようにする。
		第17条　個人をそのままの状態で保護すること
107.	障害のある人が他の人と平等に身体的・精神的完全性（integrity）を尊重される権利は、公衆衛生法、医療法、形成外科法、刑法及び損害賠償法によって保障される。
108.	医療法第26条は、医療機関が患者に対し実施予定の医療処置について説明することを定めている。手術を行う場合には患者の同意を得なければならない。患者が意識不明の場合には、同意権限をもつ人から同意を求めるものとする。形成外科法第10条では、形成外科医療機関は、形成外科手術を希望する患者に対し、医師会議で協議を行う前に診察及び検査を実施しなければならない、そして正確な診断を下し、確認された診断は診療記録に記載して患者に通知しなければならいと規定している。また第12条は、形成外科医療機関が実施する医療行為について事前に患者に説明し、同意を得ることを規定している。やむを得ない事情により患者の同意を得ることが不可能な場合には、同意を得ることができる立場にある人から同意を求めるものとする。
109.	人の尊厳を無視し、名誉を毀損する行為は、刑法において犯罪と定義され、損害賠償法に規定される責任の対象となる。刑法第322条は、卑劣な動機または目的をもって他人を侮辱し、またはその名誉を傷つけた者は、懲役刑に処せられると規定している。また、損害賠償法第40条は、人の健康または生命を傷つけることにより生じた損害については、身体的傷害に対する賠償を行うものと規定している。また、個人の自由を制限した場合、または尊厳もしくは名誉を毀損することにより精神的苦痛を与えた場合にも賠償しなければならないとしている。
110.	中絶は、その必要性によっては合法である。生命、身体的及び／又は精神的健康への危険を理由とする場合、その女性の要請に基づき中絶処置が行われる。2015年7月に保健省が発行した指令に基づき、自然流産または人工流産を経験した女性に対し、満足のいく流産後ケアを提供するための適切な措置が講じられた。医療機関による安全な中絶および流産後ケアサービスの提供による流産合併症の予防は、生殖健康戦略（Reproductive Health Strategies）が達成すべき目標の一つとして設定された。
		第18条　移動の自由及び国籍についての権利
111.	国民の移動の自由及び国籍に関する権利は、憲法、移民法、国籍法及び国籍登録法によって保障されている。憲法第75条は、国民は居住及び旅行の自由をもつと規定し、移民法第10条は、国民は公的または私的目的で出入国できるとしている。
112.	障害のある人は、他の人々と平等に移動の自由を享受する。彼らは、リハビリテーションや整形外科治療を受けるためや、国内外で開催されるスポーツ競技や芸術公演に参加するためなどに自由に動き回っている。医療や専門的サービスを受けるために国内外の旅行を希望する障害のある人には、可能な限り最大限の便宜が供与される。
113.	国籍法は、以下の人々に北朝鮮国籍を取得する権利を認めている： 父母が北朝鮮国民である人、父母の一方が北朝鮮領内に居住する北朝鮮国民であり他方が外国籍者または無国籍者である人、父母が北朝鮮領内に居住する無国籍者である人、及び北朝鮮領内で出生したが父母が確認されていない人。国籍法は血統主義と出生地主義の両方を適用するため、北朝鮮領土内で生まれた子どもが無国籍となる可能性はない。家族法に基づき、婚外子にも国籍取得の権利が保障されている。
114.	国籍登録法に基づき、父母または保護者は、当該子の出生後15日以内に、所轄の人民保安機関に出生登録申請書を提出しなければならない。人民保安機関は申請受理後15日以内に審査を行い、出生証明書を発行する。出生登録が完了した子どもは、家庭医による医療、米や栄養食品の供給、生活必需品や住宅の提供など、様々な国家給付を享受する。したがって、出生登録を回避する人は存在しない。
		第19条　自立生活と地域社会へのインクルージョン
115.	北朝鮮では、障害のある人が他の人々と平等な立場で、居住地や、どこで誰と暮らすかを選択する権利が、法律によって完全に尊重され保障されている。
116.	北朝鮮は、行政上、道（province）（または中央直轄市（municipality directly under central authority））、市（city）（または区（district））、郡（county）、里（邑、区、洞）に区分されている。地域生活の基本単位は近隣ユニット（neighbourhood unit）である。ほぼ全てのユニットには、高齢による障害、先天性障害、事故・疾病・中毒等による障害など、何らかの種類の障害のある人が存在する。障害のある人に対する国民の意識向上に向けた不断の努力の結果、近隣住民は彼らを友好的に処遇し支援するとともに、地域社会への完全なインクルージョンのために最善を尽くしている。例えば、近隣ユニットの責任者は、休日や日曜日に障害のある人がレジャー活動に参加できるよう、障害のある人の便宜を図るため、その人の自宅での活動の開催を依頼したり、その人が会場まで不便なく移動できるよう補助器具や車両を提供したりするなど、最善を尽くしている。
117.	公務員、学生、主婦など様々な分野のボランティアが、集団または個人で障害のある人を訪問し、地域参加を支援している。こうした交流は、障害のある人が社会との密接なつながりを保ち、自らも社会の一員であることを自覚し、能力の範囲内で社会生活に参加しながら有意義な人生を送る助けとなっている。公共サービス施設も、そこの最も良い座席を障害のある人に提供し、優先的なサービスをしている。
118.	朝鮮手話の標準化はまだ完全には進んでおらず、公共サービス機関は、コミュニケーションの問題からろうの人に対して満足のいくサービスを提供することが困難であり、盲人のニーズに対応できる十分な設備も整っていない。しかし、現在実施中の「障害のある人の権利保護・促進に関する国家戦略計画（National Strategic Plan for the Protection and Promotion of the Rights of the Persons with Disabilities）」では、朝鮮手話の標準化と普及、およびすべての公共施設や建物を障害のある人にとって利用しやすいものにする課題が重点として取り上げられており、これらの問題は確実に段階的に解決される見込みである。
		第20条　移動（訳注　原文はMobilityとなっているが、条約の英文ではPersonal mobility「個人の移動を容易にすること」である。）
119.	障害者保護法第48条は、交通機関、サービス施設、通信センターは、障害のある人が車両、サービス施設、通信手段を利用する際の便宜を図り、親しみやすく優先的なサービスを提供しなければならないと規定している。また、盲人その他自立能力が著しく制限または喪失した人には、バス、船舶、その他の交通機関を無料で利用できるようにしなければならないとしている。
120.	平壌では2016年5月から、朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）のロゴを掲げたタクシーが障害のある人のためのサービスを試験的に開始した。これは朝鮮障害者保護連盟傘下の組織である松光（Songgwang）合弁会社が運営しており、障害のある人がいつでも自由に移動できるようになった。このタクシーは、重度の障害のある人や運賃を支払う余裕のない人には運賃を請求せず、その他の障害のある人には割引運賃を適用する。健常者もこれらのタクシーを利用するため、無料または割引運賃によるサービスの損失を埋め合わせるのに役立っている。この経験に基づき、朝鮮障害者保護連盟はタクシーサービスを国内の他の地域へ拡大する準備を進めている。
121.	障害のある人が交通機関を利用できるよう、新規製造の交通機関には特別マーク付きの座席・スペースが設けられている。例えば、2015年12月と2018年にそれぞれ運行を開始した新型地下鉄車両及びトロリーバスには、国際障害者マークで識別される特別座席が設置されている。関係機関は、障害のある人が不便なく公共交通機関を利用できるよう、研究開発の強化を計画している。
122.	障害のある人が様々な移動補助具、機器、支援技術、生活支援手段を手頃な価格で利用できるよう、細心の注意が払われている。白杖、三輪車、車椅子などの移動補助具が提供され、障害のある人が他の人や公共交通機関の援助に頼らず、安全に自立して移動することが可能となった。
123.	障害のある人に対し義肢その他の補装具を提供するため、様々な措置が講じられた。保健省医療機器産業管理局（Management Bureau of Medical Appliances Industry）は、障害のある人の機能回復及び日常生活のための補助器具の計画・生産を担当している。労働省社会保障局（Bureau of Social Security）は、障害のある人のニーズに応じた補助製品の配布を担当している。咸鏡南道（South Hamgyong Province）咸興（Hamhung）整形外科工場ではポリプロピレン製プラスチック義装具の生産ラインが整備され、黄海北道松林（Songnim）には新たに整形外科センターが建設された。特に、平壌市樂浪（Rangnang）地区には、障害のある退役軍人のためのリハビリテーションセンターが建設され、整形外科手術、義肢装具の装着、各種療法が統合的に提供されており、障害のある人の利便性を促進し、サービスの効果を高めている。
124.	国際機関や関係者の支援のもと、義肢装具士、整形外科医、補助器具製造施設・部門の専門家に対する技術研修が実施され、障害のある人に、より優れた義肢装具を提供するとともに、サービスの質が向上した。
		第21条　表現及び意見の自由並びに情報の利用の機会
125.	障害のある人を含む市民の言論及び報道の自由の権利は、社会主義憲法、著作権法、科学技術法、コンピュータソフトウェア保護法、その他の関連法によって保障されている。
126.	社会主義憲法と障害者保護法は、それぞれ第67条、第29条で、市民は言論、報道、集会、デモ、結社の自由を保障され、出版機関は国家の費用で障害のある人のための出版物を制作・発行すると規定している。
[bookmark: _Hlk218369326]127.	朝鮮手話は国家言語として正式に認められ、その標準化と普及・使用促進のため、朝鮮手話審議非常設委員会（non-standing committee for the Examination of the Korean Sign Language）の組織化と機能強化が進められている。朝鮮障害者保護連盟が主催する全ての行事では、聴覚障害者のために手話言語通訳と字幕を提供している。光明出版所（Kwangmyong Publishing House）は、盲人向け各種出版物や盲学生用教科書に加え、社会政治・経済技術・文学・教養書などを朝鮮点字で刊行している。同出版所の円滑な運営のため、質の高い大学教育を受けた有能な記者・編集者が配属された。現在、ろう者・盲人経済文化センター（Economic and Cultural Centre for the Deaf and Blind Persons）は施設拡張と建物改修を進めている。
128.	手話言語協会及び朝鮮手話審議非常設委員会は、朝鮮中央テレビ・ラジオ放送委員会及びその他の関係機関と協力し、聴覚障害者のための科学映画、編集映像、ビデオを制作している。手話言語字幕と朝鮮語字幕付きの科学映画・編集映像14本が制作された。近い将来、手話言語標準化が完了すると、こうした映像の制作がさらに可能となり、ニュース報道やテレビ番組への手話言語字幕・朝鮮語字幕の提供が広範に行われる見込みである。
129.	盲人・ろう者経済文化センターと平壌情報センターは、盲人および重度の視覚障害のある人に普及させるための朝鮮語文字認識・変換プログラム、ならびに朝鮮語文字を朝鮮点字に変換するプログラムの完成に向けて協力している。これらのプログラムの試験版はすでに開発・導入されている。
		第22条　プライバシーの尊重
130.	北朝鮮では、障害の有無にかかわらず、すべての国民の人身及び住居の不可侵性、通信の秘密が効果的に保障されており、これらに対する違法な干渉や侵害は法律により処罰の対象となる。
131.	社会主義憲法第79条は、市民の人身及び住居の不可侵性、通信の秘密が保障されると規定し、子どもの権利保護法第17条は、子どものプライバシー、家族、通信、名誉及び尊厳が法律によって保護されると規定している。刑事訴訟法及び民事訴訟法は、第270条及び第10条においてそれぞれ、国家機密または個人秘密を保持する必要がある場合、社会に悪影響を及ぼす恐れがある場合には、裁判を全面的または部分的に非公開とすることができると規定している。刑法は、殺人、傷害、暴力、自由の不法制限、児童誘拐、強姦、強制性交、強盗、詐欺、横領、多額の略奪、私有財産の故意の破壊などの犯罪に対する法的処罰を規定しており、これにより、すべての市民の生命、健康、尊厳、財産を効果的に保護している。
132.	医療従事者は、市民の健康に関するデータ（治療歴・リハビリ歴を含む）を厳重に守秘する法的義務を負う。診療・リハビリ記録、診察過程で知り得た個人の秘密、法医学的検査結果及び事件に関連するその他の事実を完全に秘密保持しなければならない。
		第23条　家庭と家族の尊重
133.	北朝鮮では、婚姻及び家族は法律によって保護されている。家族法第2条は、婚姻は家族の基礎であり、国家は婚姻を法的に保護すると規定し、第8条及び第11条は、市民は自由な婚姻の権利をもち、婚姻は独身の男性と独身の女性によって結ばれ、婚姻は登記機関に適切に登録された後にのみ法的に認められ国家によって保護され、婚姻を登録せずに婚姻生活を送ってはならないと規定している。
134.	2014年に実施された障害に関するサンプル調査によると、独身者は、結婚適齢期の障害者人口のうち、独身者は12％（男性11.8％、女性12.4％）を占め、一方、既婚者は、75.8％（男性85.1％、女性67.5％）であった。
135.	障害のある人を含む全ての人が、生殖の健康と家族計画に関する知識にアクセスできるよう、整備された教育システムが構築されている。このシステムの中心となるのは、一次医療サービスセンターである都市部の総合診療所及び地方の人民病院の産婦人科部門と小児科部門である。産婦人科医・小児科医は、定期検診・相談、専門治療、妊婦登録及び責任あるケアを通じて、障害のある女性を含む全ての生殖年齢の女性の健康保護・向上に尽力している。2015年より省・市・県レベルの人民病院に家族相談部門を設置し、男女が子どもの数・間隔及び適切な避妊方法について情報に基づいた意思決定をすることを支援している。医療機関・予防機関の専任IEC（情報・教育・コミュニケーション）担当者及び家庭医は、計画に基づき生殖健康と家族計画に関する情報を普及している。朝鮮家族計画・母子保健協会（Korean Association for Family Planning and Maternal and Infant Health）が主催する「生殖健康・家族計画研修コース」に障害のある人が参加できるよう、朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）は準備作業を進めている。2010年には「障害のある人の性と生殖の健康」リーフレットを配布し、朝鮮障害者保護連盟中央委員会リハビリテーション部門は地域レベルでの生殖健康・家族計画教育の実施に向けた事業提案を準備中である。
136.	北朝鮮における子どもの養子縁組は厳格な法的手続きに従う。市民は家族法の規定に基づき他人の子を養子とすることができる。養子縁組を希望する市民は、実父母、後見人その他の養育者の同意を得なければならない。養子となる子どもが6歳以上の場合は、本人の同意も得る必要がある。養子縁組は、養親による申請が人口管理機関（population administration agency）により許可され、登記機関に登録された時点で成立する。養子縁組の解消は、養子と養親の間、または養親と養子の実親もしくは後見人の間で合意が成立し、所轄の人口管理機関の承認を得た上で登記機関に登録された場合、認められることがある。養子縁組解消の合意が成立しない場合、裁判所が介入して解決を図る。
137.	朝鮮障害者保護連盟傘下の様々な組織が組織され、障害のある人の権利と利益の擁護・促進が多様な形で進められるにつれ、障害のある子どもを家に隠す、あるいは無視するといった古い慣行は徐々に消えつつある。
138.	全国のすべての乳児院、児童養護施設、小中高校の寄宿舎は2014年から2016年の間に全面的に改築され子どもの育成、教育、生活に優れた環境が整えられている。子どもの栄養ケアに関する新たな基準が設定され、栄養食品やその他の食品を優先的に提供する新たな制度が確立された。一方、障害のある子ども、親のケアを受けられない子ども、施設で暮らす子どもを、自らの子どものように世話する市民の美徳が広く周知され、他の人々の模範となるよう奨励されている。
		第24条　教育
139.北朝鮮では、就学前教育から大学教育まで無償である。無償教育は1956年に遡り、この年に普遍的かつ義務的な初等教育制度が導入され、続いて1958年に普遍的かつ義務的な中等教育、1967年に9年間の義務的な技術教育、1975年に普遍的な11年間の義務教育が施行された。2014年からは全国的に（universal）12年間の義務教育が施行されている。
140.	障害のある人のための初の教育機関は1947年に設立された元山（Wonsan）公立盲ろう学校であり、5年制の小学校として無償教育を提供した。この学校は1955年に盲学校とろう学校に分離され、それぞれの専門教育を提供するようになった。1959年には中等教育の全国的な義務化に伴い、各道にろう学校が、地域ごとに盲学校が設置され、ろう児・盲児が中等義務教育の恩恵を受けられるようになった。
141.	北朝鮮における障害者教育は、障害のある人の精神的・身体的特性や障害の種類に応じた専門的な教育内容と方法を導入することにより、他の人と平等な機会のもとで社会生活に自立的に参加し、社会と集団に実践的な貢献をする能力を最大限に伸ばすことを目的としている。
142.	障害者保護法第17条では、教育機関は就学前年齢の障害のある子どもを例外なく登録すること、また教育機関及び障害のある子どもの父母または後見人は、その児童が学校に通い、一般教育制度から排除されないことを保証しなければならないと規定されている。
143.	一般的に、就学前の障害のある子どもは、他の子どもたちと同等の条件で地域の幼稚園で育てられる一方で、年齢、心理、障害の種類に応じた機能的リハビリテーションと教育を提供するための専門機関が設置されている。例えば、障害児リハビリテーションセンターでは、様々な障害のある子どもに早期の専門教育を提供しており、その結果、2015年だけでも6人の障害のある子ども（脳性麻痺4人、自閉症2人）が、処遇の成功後に一般の学校に入学した。同センターは、様々な障害のある子どもの早期専門教育に関するガイドラインを策定中である。
144.	各道・直轄市・郡人民委員会の教育部門は、新学年開始前に管轄区域内の全ての障害のある子どもを登録し、他の子どもと共に就学させる義務を負う。例えば平壌市の区人民委員会と郡人民委員会の教育部門は2018年2月～3月に就学年齢の障害のある子どもに関する全統計を収集し、主流の学校へ編入させた。平壌市内の小学校1校を統合教育のモデル校に指定し、ろう児クラス1クラスを運営するための準備作業が進行中である。
145.	盲学校及びろう学校における教育の質向上には多大な努力が注がれている。12年間の義務教育課程との整合を図るため、2015年に両校はカリキュラムを改訂し、一般教育を主軸に据え、技能訓練にも適切な比重を置いた。例えば、ろう学校の小学部（primary classes）では社会主義道徳、母語、数学、衛生基礎、自然学習、情報技術、体育、図画工作を、初等中学部（junior secondary classes）では社会主義道徳、母語、朝鮮地理、数学、自然学習、情報技術、基礎技術、体育、芸術（美術と舞踊）を、高等中学部（senior secondary classes）では社会主義道徳と法律、朝鮮語と文学、数学、情報技術、体育、芸術（美術と舞踊）を教えている。高等中学部では、卒業後の社会生活に適応できるよう、生徒の希望と適性に応じて職業訓練も提供されている。 
146.	盲学校・ろう学校の教員の資質向上を図るため、教育アカデミー中央教員養成センター（Central Teacher Training Centre of the Academy of Education）内に特別教育部門（Special Education Department）が設置され、年2回の研修会を開催し、教員に新しい教授法や技能を指導している。同センターの講師が各学校を訪問し、各教科の指導法に関する研修を実施することもある。ろう者教育用に『手話言語辞典』及び『手話言語研究参考書』が刊行された。元山（Wonsan）ろう学校で実施されたろう児向けコンピュータ教育のパイロット事業に続き、得られた経験を全国的に普及させるための研修会が開催された。12年制義務教育導入後に策定されたカリキュラムに基づき、2014年から2018年にかけてろう学校・盲学校向けの新教科書が編纂され、ろう学校向け教科書の出版はIT基盤に移行し、点字出版物の編集・印刷プロセスが完成した。
147.	教育委員会と朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）の緊密な協力の結果、特別教育部門と6つの盲学校・ろう学校にIT機器が提供され、ローカルエリアネットワークが構築され、障害児教育がIT基盤の上に置かれることとなった。
148.	卒業後、視覚障害のある人やろうの子どもは、希望すれば、工場や企業に付属する技能訓練学校、カレッジ、大学、通信教育機関、職業訓練カレッジ（on-the-job colleges）などの高等教育機関に進学することができる。その典型的な例が、朝鮮障害者保護連盟の職業訓練センターであり、卒業生に大工仕事、弱電機器の製造、衣服加工、修理技術、義歯、マッサージ、食品加工などの専門的訓練を行なっている。朝鮮障害者保護連盟は、このセンターのカリキュラムの範囲を拡大し、障害のある人がさまざまな分野の技能を習得できるようにして、障害のある人の多様性に応じたキャリアの選択肢を拡大する計画をもっている。
149.	2009年に設立された遠隔教育システムは、障害のある人が高等教育と情報にアクセスする上で重要な役割を果たしている。障害のある人は中央及び地方の大学に設置された遠隔教育システムを利用し、関心のある分野の教育を何ら支障なく受けている。このような教育を受ける障害のある人の数は増加傾向にある。障害のある人の教育に関する情報は付属資料表5（訳注　表4の誤記）を参照のこと。
150.	障害のある子どもの統合的でインクルーシブな教育の実現には、なお多くの課題が残されている。知的障害または精神障害のある子どもへの指導方法の研究、彼らのニーズに合わせたカリキュラムの開発、一般学校における障害児教育で生じうる問題への解決策の模索に、特に注力する必要がある。このため、北朝鮮は、この分野の有能な専門家を育成するための実践的措置を講じるとともに、外国との技術交流を促進する計画である。
		第25条　健康
151.	北朝鮮では、1947年の社会保険法に基づく最初の無料医療は、労働者、公務員、およびその扶養家族のみを対象としていたが、1953年の戦争の最中に国民無料医療が導入され、最終的に1960年からは完全かつ普遍的な無料医療制度が導入された。
152.	公衆衛生法第9条は、国家が全ての国民に完全無料医療サービスの恩恵を提供すること、また労働者、農民、勤労知識人（working intellectuals）及びその他の全ての国民が無料医療を受ける権利をもつことを規定している。同法第10条は、無料医療サービスには以下が含まれると規定している：医療機関が患者（外来患者を含む）に提供する全ての医薬品； 診断、検査、治療、手術、往診、入院治療及び入院中の食事など患者に対する全てのサービス； 労働者の療養のための医療サービス、及び療養地への往復交通費（国または社会協同組織が負担）、分娩援助、健康診断、健康相談、予防接種その他の予防医療サービス。無料医療を受ける権利は、平等及び非差別の原則に基づき、障害のある人も行使する。
（訳注　勤労知識人は、北朝鮮が社会の基本階層とする、労働者階層、農民階層、勤労知識人階層の一つで、技術者、科学者、教師、医師、芸術家、文筆家などの知識人層を指す。）
153.	北朝鮮では、都市部、農村部、沿岸部、僻地、山間部を問わず、人々の居住するあらゆる場所に医療機関と医療従事者が配置されている。地区医師制度（district doctor system）の下で、医師が約130世帯の医療を担当しており、これは人々が自宅に最も近い場所で、最も便利な形で無料医療の恩恵を受けられる医療サービスシステムである。
[bookmark: _Hlk218615280]154.	障害のある人の機能的リハビリテーションを専門とする機関は、専門性の向上、各障害種別それぞれの機能障害の軽減、健康の保護・増進を目的として組織されている。例えば、文殊（Munsu）機能回復センターと朝鮮赤十字総合病院機能回復研究センターは、障害のある人のための専門的な機能リハビリテーション・研究機関である。これらの機関は、様々な障害のある人にリハビリテーションサービスを提供するとともに、作業療法、言語療法などのリハビリテーション技術や療法に関する研究を行い、障害の予防と障害のある人の社会生活への統合を促進している。障害児リハビリテーションセンターは、早期発見・早期リハビリテーション・早期教育のモデル機関として、身体障害、精神障害、知的障害、複合障害、聴覚・言語障害、視覚障害のある子どもに対し、早期機能リハビリテーション及び早期教育サービスを提供している。現在、こうしたサービスは首都平壌に住む子どものみに提供されているが、得られた経験に基づいて育成、教育、早期リハビリテーションの指針が策定され次第、全ての道に同様のセンターが設立される予定である。
155.	安全な妊産婦・新生児ケア、質の高い家族計画サービス、生殖器感染症・性感染症およびHIVの予防・検出・管理、安全な中絶、不妊治療、子宮頸癌および乳癌の早期発見・治療、更年期障害の治療、青少年の健康を確保するため、生殖健康に関する国家戦略が策定された。これらの戦略を成功裏に実施するため、産婦人科医や家庭医の能力構築のための技術参考書や研修モジュールが数多く作成・配布され、生殖健康に関する知識の普及と、障害のある女性を含むすべての女性に対する質の高い生殖に関する健康サービスの提供を目指している。
156.	障害のある人に対する生殖健康ケアの改善に関するその他の措置の詳細については、本報告のパラグラフ135を参照のこと。
157.	障害のある人々が求める保健サービス、障害の最小化とさらなる障害の予防を目的としたサービス（子どもや高齢者を対象に含む）を提供するための法的保証が確保された。子どもの権利保護法第34条では、公衆衛生指導機関および地方の人民委員会が保育所、幼稚園、学校に医療従事者を配置し、十分な医療器具・医薬品を供給し、子どもへの適切なケアを確保すること、感染症にかかった子どもは速やかに特殊医療機関で治療されるべきことが規定されている。また第40条では、保護者または後見人は障害のある子どもの教育に特別な注意を払い、その生活と健康を責任を持ってケアしなければならないとされている。社会保障法第33条は、社会保障機関が福祉受給者の健康状態に細心の注意を払い、責任を持って医療及び介護を提供すること、また特別な治療を必要とする場合には、速やかに専門病院へ送致することを規定している。高齢者介護法は第15条で、国家建設管理機関、都市計画機関及び関連建設企業は、都市計画、住宅その他のプロジェクトの設計・建設にあたり、高齢者の安定した生活と利便性を確保するためバリアフリー環境を整備すること、また扶養義務者は高齢者の特性と快適な生活に適した様式で居間を設けることを規定している。第18条では、保健医療サービス機関は管轄区域内の全高齢者を登録し、定期的な健康診断・治療を実施するとともに、往診その他の医療サービスにおいて最大限の配慮を払うこと、扶養義務者は高齢者介護の基礎知識を習得し、特に自力移動が困難な高齢者の介護に特別な努力を払うことを定めている。
158.	郡（kun = county）病院を総合病院に転換し、里（Ri）人民病院の能力を構築するための措置が取られ、それによって農村地域を含むすべての地域で地域密着型の保健サービスが提供されるようになった。里（Ri）病院は農村地域における一次医療提供機関であり、内科、小児科、外科、産婦人科、高麗伝統医学、歯科などの専門診療科に加え、検査室や入院病棟が整備されている。これらの病院では、IEC（情報・教育・コミュニケーション）活動、予防接種、緊急呼び出し、家庭訪問、女性カウンセリング、分娩介助、産後ケアを実施している。2012年以降、遠隔医療ネットワークが構築され、中央レベルの総合病院、平壌産科病院、玉流（Okryu）小児病院が光ファイバーで各道レベルの病院と接続され、さらに道レベルの病院が約200の郡病院と接続されている。これにより、カウンセリング、医師の研修、症例検討が行われている。このネットワークにより、障害のある人は居住地の医療機関で質の高い医療を便利に受けられるようになっている。
159.	家庭医（household doctor）を対象に、障害及び障害のある人に関する研修を実施し、担当している世帯への医療サービス提供時に、障害のある人の尊厳とニーズを十分に認識し、特別な配慮を行い、障害に応じた（disability-specific）サービスを提供できるようにした。特に、家庭医の再研修モジュールを開発し、臨床知識と技能の向上を図るとともに、障害のある人、高齢者、青少年に必要なサービスを明示した。
160.	精神に問題のある人の医療の改善、国民の精神保健の保護・促進にも取り組んだ。この目的のために、例えば「精神疾患の予防・治療医療機関における医療サービスと環境の改善について」、「精神疾患患者の治療とケアの実施に関する措置」、「精神疾患患者の療養の管理に関する規則」、「精神疾患患者の法医学的検査と隔離ケアの適切な実施について」などの閣議決定および指令が発行された。精神保健施設では、科学的診断と家族・近隣住民の意見を基に精神疾患患者の病歴記録を作成する。長期入院治療が必要と認められた人には、心理療法、薬物療法、音楽療法、運動療法、作業療法に加え、科学的栄養管理が提供される。精神保健に関するガイドラインやマニュアルが発行・普及され、国民が精神保健に関する一般的な知識を得られるよう、家庭医による衛生情報の定期的な提供が行われている。精神疾患患者及びその疑いのある人を見つけ出し、病院で適切かつタイムリーな医療を提供するため、定期的な精神保健検診が実施されている。様々な精神疾患・障害の早期発見と介入ができるように、精神科医の能力強化研修が定期的に開催されている。
161.	障害のある人も、関連法の保障のもと、他の人と平等に、公正かつ合理的な方法で各種保険の恩恵を享受している。保険制度は朝鮮民主主義共和国の全市民を対象としており、障害に基づく差別的取扱いは認められていない。むしろ、障害のある人には社会保障制度及び社会保険制度の下でさらなる恩恵を受けている。
		第26条　ハビリテーション、リハビリテーション
162.	北朝鮮は、障害のある人が最大限の自立と、身体的、精神的、社会的、職業的能力の完全な獲得と維持を実現することが、生活のあらゆる側面への完全な参加にとって極めて重要であると考え、適切な措置を講じている。
163.	障害児リハビリテーションセンターは、障害のある子どもに対する早期リハビリテーションサービスを提供するとともに、全国規模での早期発見・早期介入サービスの提供に向けた準備作業を行っている。各レベルの病院のリハビリテーション部門または課は、障害のある人に機能的リハビリテーションサービスを提供しており、特に、機能的リハビリテーションのための専門施設である文殊（Munsu）機能的リハビリテーションセンターは、リハビリテーションサービスの提供に加え、科学研究や研修も行っている。障害のある人には、義肢、装具、補助器具が無料または割引価格で提供される。
164.	義肢装具サービス施設やその他の補助器具を提供する機関から遠く離れた場所に住む身体障害のある人の便宜を図るため、毎年出張サービス（outreach service）が実施されている。朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）の技術的・物質的支援により、多くの身体障害のある人がこうしたサービスの恩恵を受けている。例えば、2008年から2014年の期間には年間平均800人から900人、2015年と2017年にはそれぞれ1,000人、2016年には南浦（Nampho）と洪水被害を受けた咸鏡北道（North Hamgyong Province）で4,420人の障害のある人が義肢装具サービスを受けた。
165.	2009年から2014年にかけて、白内障による失明予防のための国家による措置と朝鮮障害者保護連盟の積極的な取り組みの結果、年間15,000件の白内障手術が実施された。2009年以降、毎年、地方病院の眼科医に対する技能研修が実施され、Aスキャン（訳注　超音波による眼科の診断装置）、眼科手術用顕微鏡、眼内レンズなどの眼科用機器および消耗品が地方病院に提供され、障害のある人々への質の高い外科的リハビリテーションの提供に貢献している。
166.	車椅子利用者マニュアル、大腿部義肢の管理方法、脛部義肢の管理方法、ポリオと装具の概要、義肢装具の制作と普及などについての、さまざまな出版物を障害のある人に配布し、彼らが十分な知識を得て適切かつ効果的に利用できるようにした。
167.	リハビリテーション専門家及び関係職員の実践能力向上のため、咸興整形外科病院、平安北道東林郡（Tongrim County）人民病院、咸鏡南道咸興市城川江区（Songchongang District）人民病院の理学療法士を対象に、理学療法及び作業療法に関する研修を実施した。これにより、これらの地域における障害のある人への、より科学的な機能的リハビリテーションサービスの提供基盤が築かれた。
		第27条　労働及び雇用
168.	北朝鮮は、障害のある人がその能力に応じて社会労働活動に参加するための、良好な労働条件を提供することを、社会の一員として誇りを持って価値ある生活を享受できるようにするための重要な課題と位置づけ、これらの問題を社会主義労働法及び障害者保護法に明記した。障害者保護法に基づき、労働行政機関及び関係機関は、就労可能な障害のある人を全員登録し、適切な労働条件を提供するとともに、各機関、企業及び組織は、障害の程度、性別、年齢、身体状態、本人の希望を考慮して、障害のある人に職務を割り当てている。17歳から59歳の年齢層における就労している障害のある人の割合については、付属資料表6（訳注　表5の誤記）を参照のこと。
169.	障害のある人の身体的・精神的特性に適した各種作業所（workshops）が組織・運営されている。任務中に障害を受けた退役軍人のための工場、軽作業者向け作業所（workshops for light workers）、光明工場（盲人やその他の視覚障害者のための工場）、自助グループ、その他の専門企業・組織が全国各地に設置された。例えば、軽作業者向け作業所は、障害のある人と虚弱者の健康増進及び生計向上を目的として国家が組織・管理する、簡単な設備を備えた小規模生産単位である。彼らは身体状態に応じた軽作業を1日4～5時間行う。光明工場は労働年齢の視覚障害のある人を雇用する。現在60以上の郡にこうした工場があり、視覚障害のある人に特性に応じた就業機会を提供している。また、聴覚・言語障害のある人や身体障害のある人は、理髪店、修理店、仕立て屋など一般に開放された福祉サービス施設で、他の人々と共に働いている。
170.	障害者保護法に基づき、障害者専門企業・団体の経済活動には優遇条件が適用される。 例えば、光明工場は「盲人工場に関する規則」に基づき、利益の大部分を特別基金として積み立て、視覚障害のある人の機能障害の程度に応じた手当、特別ボーナス、特別生活手当、婚礼・葬儀手当を支給している。また、視覚障害のある人の適切な生活を保障するため、洗濯や食品加工などの必要な設備も備えている。
171.	障害者保護法に基づき、障害のある人の労働には特別な保護が提供されている。障害のある人の法定労働時間は8時間であるが、重度の障害がある場合や、障害のある子どもを持つ女性労働者の場合は短縮される。社会主義労働法に基づき、困難な職種やその他の特殊職種では労働時間を7時間または6時間に設定し、3人以上の子どもを持つ女性の労働時間は6時間と定め、障害のある女性を含む女性の労働生活への積極的な参加が確かなものになっている。機関・企業・組織は、障害のある人に十分な労働条件を提供する法的義務を負い、労働安全・保護条件が整わない場合には障害のある人を就労させることは厳格に禁止されている。さらに、関係機関・企業・組織は、障害のある従業員の労働と休息が適切に組み合わされることを保証し、保養地や休暇施設での宿泊を優先的に提供している。
172.	障害のある人の権利保護・促進に関する国家戦略計画（National Strategic Plan for the Protection and Promotion of the Rights of Persons with Disabilities）には、障害のある人の雇用と多様な労働活動のための制度的環境の一層の改善、障害の種類に応じた新たな職業技能の開発を目的としたカリキュラムの策定、職業訓練の改善、既存の障害のある人が働くための事業所（enterprises of persons with disabilities）のITベースへの転換、障害のある人の労働活動の複合モデルの構築と普及などの課題が含まれている。
		第28条　相当な生活水準及び社会参加（訳注　原文は、･･･Social Participationとなっているが、条約の英文では･･･social protection「･･･社会的な保証」である。）
173.	社会主義憲法第25条は、北朝鮮が国民の物質的・文化的水準の着実な向上を活動の最高原則とみなし、税が廃止されたこの国における社会の物質的富の増加は、労働者の福祉増進に完全に利用され、国家はすべての労働者に、衣食住を得るためのあらゆる条件を提供すると規定している。障害者保護法は、第3条において、国家は、物質的・技術的基盤を強化し、障害のある人の生活環境と状態を着実に改善するために、障害者保護分野への投資を体系的に増加させなければならないと規定している。
174.	北朝鮮では、国家が障害のある人を含めた国民全員の、衣食住などの生活環境（living conditions）の提供者である。1990年代半ばに国が深刻な経済的困難に直面していた時期でさえ、盲学校及びろう学校の子どもに対する食糧その他の物資の供給は中断されなかった。国家は、国の費用で近代的な住宅を建設し、障害のある人を含むすべての国民に無償で提供しており、国民の生活向上に関するすべての国家計画には、障害のある人の福祉に関する事項が含まれている。
175.	上下水道法（Law on Water Supply and Drainage）は、水道施設の建設・管理、生活用水の生産・供給・利用に関する厳格な制度と秩序を確立し、規定基準に基づく水質の標準化及び安定供給を図る目的で、2009年11月25日に制定された。2017年10月12日、科学的根拠に基づく湧水生産・給水（production and supply of spring water）の衛生安全基準の設定、その完全遵守の確保、天然水管理の条件整備、監督・規制の強化を目的として、湧水管理法（Law on Spring Water Management）が制定された。
176.	農村にも給水システムが整備され、都市部だけでなく地方の障害のある人も安全な水道水を利用できるようになった。近年では良質な湧水源が確認された地域に複数の湧水工場や給水ステーションが設置され、人々に高品質の飲料水を供給している。
177.	社会保障法第25条は、中央労働行政機関及び関係人民委員会が、任務中に障害を受けた退役軍人、世話をする人のいない高齢者、障害のある人に対し十分な生活環境を提供するため、保養地、老人ホーム、療養所その他の社会保障機関を責任を持って組織・管理することを規定している。高齢者ケア法は第6条において、国家は、社会主義道徳と優れた特質の教育を強化し、社会に高齢者を尊重し支援する風土を醸成することを保証しなければならないと規定している。
178.	障害のある人には、補助器具や手当、社会保障給付、年金が支給される。道徳教育やIEC（訳注　情報・教育・コミュニケーション）活動が強化され、一般市民が障害のある人をいたわるよう奨励され、障害のある人に十分な社会的保護が提供されている。
179.	障害のある人の介護に関する社会的条件は法律で保障されている。北朝鮮では、法定労働年齢に達し労働能力のあるすべての市民は、社会労働に参加する法的義務を負い、労働の対価として賃金を得る権利をもつ。ただし、主婦は特定の条件下でこの義務の履行が免除される。彼女たちは、育児中の乳幼児がいたり、高齢者、労働能力喪失者、または障害のある人の面倒を見なければならない場合、就労を免除される。こうした場合でも国家は彼女たちに食糧を支給する。完全に労働能力を喪失し他の人の介護を必要とする障害のある人については、配偶者や家族に介護手当が支給され、障害のある人のいる家族の経済状況改善に寄与している。
180.	障害のある人のケアを担う家族及び医療施設職員に対し、様々な形式で専門知識の普及活動を実施した。「障害のある人のためのバリアフリー環境構築ガイドライン」「てんかんのケアと治療」「知的障害に関する一般的知識」「ろう児支援」「盲児支援」などの参考資料を公表し、関係者に配布した。装具設計の原則、義肢装具用語集、障害のある女性のケアに関する参考資料などの雑誌や小冊子も公表・配布された。
		第29条　政治的及び公的活動への参加
181.	憲法第6条は、郡の人民議会から最高人民議会に至るすべてのレベルの国家権力機関は、普遍的、平等かつ直接の選挙権、秘密投票の原則に基づき選出されることを規定している。また、各行政レベルの人民会議代議員選挙法（Law on the Election of Deputies to People’s Assemblies at All Levels）第2条では、17歳に達したすべての市民は、性別、国籍、職業、居住期間、財産、教育、政党所属、政治的見解、宗教的信念にかかわらず、選挙権及び被選挙権をもつと規定している。
182.	各行政レベルの人民会議代議員選挙法に基づき、選挙権をもつすべての国民は選挙において1票をもち、自ら各行政レベルの人民会議の代議員を選出する。代理投票は認められない。有権者は候補者に対する賛成・反対の投票の自由が保障される。投票者が賛成票または反対票を投じたことを公表するよう要求したり、投票に関連して圧力を行使したり報復したりすることは、いかなる者にも認められない。
183.	障害のある人が投票権を行使できるよう適切な条件が整えられている。例えば、重病、高齢、身体障害のため投票所に来られない有権者の場合、選挙管理委員会の委員が投票用紙と封印された投票箱を持参して訪問する。盲人の場合、選挙委員会の委員が、法律で定められた有権者の権利、投票手続き及び方法、候補者について説明し、本人が選んだ人の援助のもとで投票を行えるよう確保する。
184.	障害のある人が国家及びや公共の活動に参加するための環境と条件は著しく改善された。盲人協会及びろう者協会の代表者は、国家障害者保護委員会（National Committee for the Protection of Persons with Disabilities）に参加し、盲人及びろう者の権利と利益を代表し、権利の享受に関して意見を表明し、提案を行う上で重要な役割を果たしている。障害者関連組織で活動する障害のある人の割合は増加傾向にあり、朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）中央委員会の職員の20％、盲人協会・ろう者協会・ろう者サッカーチームのメンバーの100％、盲人・ろう者経済文化センターの職員の70％、芸術協会のメンバーの50％、手話言語通訳者協会の会員の14.3％、ろう者家具工場の従業員の84％を占めている。
		第30条　文化的な生活、レクリエーション、余暇及びスポーツへの参加
185.	障害のある人が他の人々と平等に文化的生活に参加する権利を保障するため、一連の措置が講じられた。
186.	2014年以降、聴覚障害のある人の便宜を図るため、複数のテレビ番組に字幕が提供されている。また、盲人及び重度の視覚障害のある人のために、国内外の文学作品がラジオを通じて朗読されている。
187.	障害のある人が物理的環境にアクセスできるための措置については、パラグラフ65～75を参照のこと。
188.	障害のある人が関心のある場所や観光サービスを利用できるようにするため朝鮮障害者保護連盟は「障害のある人の権利保護・促進に関する国家戦略計画」に障害のある人のための観光の開発を盛り込み、中央観光指導機関と協力してその実施に向けた準備を進めている。この戦略の実施により、障害のある人は数年のうちに様々な観光名所や障害に特化したサービスを利用できるようになり、観光を通じた国際交流のさらなる促進に貢献する。
189.	2016年のマラケシュ条約の批准は、盲人、視覚障害のある人、その他印刷物を読むことが困難な人々が利用可能な出版物の普及に一層の努力を払うという北朝鮮の決意の表れである。
190.	障害者スポーツ協会や障害者芸術協会などの専門組織が、障害のある人が文化的生活に参加する権利を確保するために組織され、障害のある人が自らの希望を実現し、才能を伸ばすことができるよう、効果的に運営されている。
191.	スポーツ協会は、障害者スポーツの発展に関する国家政策および計画の策定に意見を提供し、定期的に全国パラリンピック委員会に提案を提出し、障害の種類やスポーツイベント別の下部組織を設立し、障害のある人の体育・スポーツへの参加促進、障害者スポーツに関する普及活動、国際機関・国内協会・関係者との交流・協力など、様々な活動を企画・実施している。近年、同協会の競技種目は卓球や水泳から重量挙げ、ゴールボール、アーチェリー、スキーへと拡大している。同協会は年2回、障害のある人と健常者が共に参加する全国卓球大会を主催し、障害のある人が人気スポーツに参加することを動機付けするとともに、彼らの潜在能力に対する社会の認識を高めている。
192.	北朝鮮パラリンピック委員会は2011年10月19日に組織された。同委員会は2011年12月に国際パラリンピック委員会への準会員資格を申請し、2013年11月30日に正会員となった。2012年ロンドン・パラリンピック大会には、北朝鮮初の切断者水泳選手が参加し、その他の障害のある人も2013年第3回アジアユースパラ競技大会、2014年仁川アジアパラ競技大会、2016年リオ・パラリンピック大会、2018年平昌冬季パラリンピック大会などの国際大会に参加し、大きな成功を収めた。
193.	障害者芸術協会は、障害のある人の芸術活動への夢を実現することを主な任務として、障害のある人の希望と適性に応じて音楽・舞踊グループに迎え入れ、専門的な訓練を提供している。このグループのメンバーは、国内だけでなく2015年と2017年には欧州諸国でも公演を行い、その才能と可能性を存分に発揮し、観客から称賛を浴びた。現在、同協会は道支部組織の基盤整備を進めるとともに、初等教育段階からの芸術教育の提供、教育委員会との連携による芸術教育機関への障害のある才能ある人材の受け入れを進めている。
		第31条　統計及び資料の収集
194.	障害者保護法第5条は、国が障害のある人の実態調査を定期的に実施し、障害の程度を正確に評価し、基準を適切に定めること、また内閣が障害の程度評価基準の策定の責任を負うことを規定している。また第10条では、関係医療機関その他の機関は、管轄区域内の全ての障害のある人を定期的に調査し、障害の種類別に登録すること、障害のある人が居住地を変更した場合、その人の登録データを当該地域の関係機関に移管することを定めている。
195.	北朝鮮では、障害のある人の調査及び登録は、公衆衛生、教育及び労働管理の各機関によって実施される。障害のある子どもの出生のデータ、及び障害の出現状況（disability prevalence）に関するデータは公衆衛生機関が、就学前及び学齢期の障害のある子どもに関するデータは教育機関が、就労能力をもつ、およびもたない障害のある人のデータは労働管理機関が、それぞれ収集する。家庭医は、機能障害の種類別に分類された障害のある人に関するデータ収集及び登録について直接責任を負う。
196.	調査の指標は、聴覚障害者協会、視覚障害者協会、その他の障害者団体との協議、及び国際基準を参照して、朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）によって設定される。家庭医、教育機関、公衆衛生機関、労働機関が収集した障害に関する全データは、その地域の地方統計機関及び障害者保護機関に送付され、最終的に中央統計局と朝鮮障害者保護連盟中央委員会が共有する障害データベースに登録される。このデータベースの管理のために、2015年に障害のある人の登録・管理ソフトウェアを基盤とした障害統計システムが構築され、継続的に更新されている。
197.	障害データは国勢調査及び障害サンプル調査を通じても収集される。2008年国勢調査では、ワシントン障害統計グループ（Washington Group on Disability Statistics）の4項目が採用された。朝鮮障害者保護連盟は中央統計局と緊密に連携し、2018年国勢調査の指標設定に取り組んだ。朝鮮障害者保護連盟中央委員会の職員は、2017年1月のパイロット調査用質問票作成及び調査員研修に参加した。
198.	障害サンプル調査は、概ね3年ごとに朝鮮障害者保護連盟及び中央統計局の障害専門家と統計専門家によって実施される。1999年に実施された第1回サンプル調査では、障害のある人が人口の約3.41％を占めることが示された。第2回は2011年、第3回は2014年に実施された。2014年のサンプル調査は、咸鏡南道、江原道、平安南道、平安北道の4道における世帯を対象に50,175人（男性47.4％、女性52.6％）を調査した。その結果、人口の6.2％が何らかの障害を抱えていることが明らかになった。年齢層別及び居住地域別（都市部・農村部）の障害者割合については、付属資料表3を参照のこと。これらの調査結果は全て、障害のある人に関わる国家政策の策定及び各主管省庁（line ministries）の障害者保護行動計画の立案に効果的に活用されている。
		第32条　国際協力
199.	障害者保護法第8条は、国家は障害者保護の分野において、外国、国際機関、在外朝鮮人組織との交流と協力を促進しなければならないと規定している。北朝鮮は、北朝鮮の障害者保護の取り組みに関心を持ち、支援を惜しまない、北朝鮮に友好的なすべての国、国際機関、個人との協力と交流の強化に細心の注意を払っている。
200.	国家は、食糧安全保障、公衆衛生、教育、児童保護、災害リスク軽減などの分野において、北朝鮮国内の外国外交使節団及び国際機関との協力プログラムに障害者問題が確実に盛り込まれるようにし、その実現に向けて適切かつ効果的な措置を講じた。その結果、盲学校、ろう学校、その他の障害のある子どものための学校には食糧やその他の必需品が継続的に提供され、2007年以降は栄養食品も供給されている。
201.	障害者専門機関職員の能力強化に向けた国際協力が積極的に展開された。例えば、2013年以降ほぼ毎年、文殊（Munsu）機能回復センターの治療士を対象とした技術研修が実施され、世界的に著名な理学療法士、作業療法士その他のリハビリ専門家が理論と実践に関する講義を行った。中央病院リハビリ部門の治療士・リハビリ専門家や、障害児リハビリセンターの専門家らがこれらの研修に参加した。咸興市の整形外科病院及び義肢装具工場の理学療法士、作業療法士、義肢装具士も現地研修を受けた。障害児教育を担当する朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）及び教育委員会の職員は、インクルーシブ教育と統合教育の実現方法を学ぶため、国際会議や研修に参加した。障害のある人の保護に向けた取り組みにおいて、インクルーシブな災害リスク軽減は優先分野として進展している。これは、障害のある人のための緊急対応策を策定するという実践的な要件を満たすためである。2016年以降、災害発生時の障害のある人の収容・救助や障害のある人のための早期警報システムの構築といった障害関連課題を、災害リスク軽減プログラムに組み込む努力がなされると同時に、災害リスク軽減に携わる専門家の能力構築のための研修が実施された。
202.	2010年に朝鮮障害者保護連盟と世界ろう連盟（WFD）の間で覚書が採択されて以来、2つの4年間の協力プロジェクトが実施され、その結果、ろう者の職業訓練のための物流面での協力と、必要なインフラ整備が成功裏に完了した。
203.	国連障害者問題特別報告者が北朝鮮国連カントリーチーム（United Nations Country Team）、ドナー、国際協力関係者に、あらゆる戦略、評価、プロジェクトにおいて障害のある人の権利を当然のものとして組み込む（mainstream）ように勧告したことを受け、朝鮮障害者保護連盟、ユニセフ、欧州連合プログラム支援ユニットは、障害のある子どものための新たな協力プロジェクトを共同で開発し、ユニセフ本部によって承認された。
（訳注　国連カントリーチームは、その国にある国連各機関（例えばユニセフ、WHO、国連難民高等弁務官事務所など）の代表による、国連の活動の国レベルでの意思決定、調整を行うチーム）
204.	様々な国際機関、外交使節団、外国の国内団体、および個人が、障害のある人の物質的基盤の整備、より良い教育条件の提供、スポーツおよび文化的生活に貴重な貢献を行なった。
205.	しかし、北朝鮮に対する国連安保理の不当な制裁により、障害のある人の権利保護・促進に向けた北朝鮮の取り組みや国際機関・外国との協力は大きな課題に直面している。例えば、一部の国々は障害のある人のための人道支援物資の通関すら拒否したり、その配送を妨害・遅延させたりしている。また一方では、他の国々は障害者用機器、義肢装具、障害児用学校備品の生産資材購入を妨害している。こうした障害のある人の人権の露骨な侵害は、条約の忠実な履行に向けたわが国の努力に計り知れない妨害となっている。
206.	北朝鮮は、人道主義の理念、国際人権文書、特に本条約の原則と要求に反するこのような非人道的な制裁は、いかなる手段によっても正当化されず、無条件で直ちに撤回されるべきであると強く主張する。
		第33条　国内における実施及び監視
207.	北朝鮮では、条約の実施に関する国内調整は、国家障害者保護委員会（National Committee for the Protection of Persons with Disabilities）および国際人権文書実施国家委員会（National Committee for the Implementation of the International Human Rights Instruments）の責任である。これらの委員会の機能および構成については、本報告書のパラグラフ31および37を参照のこと。
208.	条約及び関連国内法の実施は、関係省庁の規制部門、地方権力機関の検査部門、人民保安機関及び検察庁が、それぞれの権限の範囲内で監視している。例えば、盲学校・ろう学校、機能回復センター、任務中に障害を受けた退役軍人の工場、軽工業工場、療養所などの障害者関連施設に対し、適切な予算が配分・執行されているか、必要な物資が計画通り供給されているか、医療・保健サービスが効果的に提供されているか、十分な食事条件が確保されているか、建物・設備の修理・保守が定期的に行われているかなどを監督し、違法行為が確認された場合には対応する制裁を課す。検察庁による障害者関連機関の管理に対する行政的・経済的監視の強化に特に注意が払われ、障害のある人の権利・利益の侵害や保護のための十分な物資を提供していないことが早期に発見・防止され、障害者関連機関やその他の機関が、この点に関して割り当てられた責任と役割を確実に果たすよう努めている。 
209.	朝鮮障害者保護連盟（Korean Federation for the Protection of the Persons with Disabilities）も監視プロセスにおいて重要な役割を果たしている。朝鮮障害者保護連盟は、その下部組織や障害のある人との直接面談を通じて、障害のある人の権利の享受に関する必要な情報やデータを収集し、必要と認められた場合には、行政機関や法執行機関に対して勧告や提案を行う。
210.	関連法令や規則に違反し、障害のある人の権利、生活、生命及び財産の享受を損なう行為を行なった者には、刑事または行政上の制裁が科せられ、これは障害のある人の既得権益がさらに保障されることに寄与している。
(翻訳・佐藤久夫、岡本 明)
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